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平成 17 年度 社団法人 日本加工食品卸協会 役員 

(平成 17 年 5 月 27 日現在) 

（敬称略) 

役 員 氏   名 社 名 ・ 所 属 役  職 備 考 

会  長（非常勤） 國 分 勘 兵 衛 国 分 株 式 会 社 代表取締役会長  

副 会 長（非常勤） 尾 崎  弘 伊藤忠食品 株 式 会 社 代表取締役会長  

副 会 長（非常勤） 後 藤 雅 治 株 式 会 社 菱 食 代表取締役社長  

副 会 長（非常勤） 吉 野 芳 夫 株 式 会 社 日本アクセス 代表取締役社長  

専務理事（常 勤） 奥 山 則 康 (社 )日本加工食品卸協会   

理  事（非常勤） 山 本 佳 宏 日本ｱｸｾｽ北海道 株 式 会 社 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 村 山 圭 一 株 式 会 社 スハラ食品 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 堀 内 琢 夫 丸 大 堀 内 株 式 会 社 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 津 久 浦 慶 之 コ ン タ ツ 株 式 会 社 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 水 足 眞 一 三 井 食 品 株 式 会 社 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 濱 口 吉 右 衞 門 株 式 会 社 廣 屋 代表取締役会長  

理  事（非常勤） 三 枝 祐 株 式 会 社 サンヨー堂 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 上 田  弘 ﾕ ｱ ｻ ･ ﾌ ﾅ ｼ ｮ ｸ  株 式 会 社 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 磯 野 謙 次 明治屋商事 株 式 会 社 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 鈴 木 重 一 株 式 会 社 梅 澤 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 永 津 邦 彦 株 式 会 社 ト ー カ ン 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 桑 島 敏 彰 カ ナ カ ン 株 式 会 社 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 加 藤 武 雄 加 藤 産 業 株 式 会 社 代表取締役会長  

理  事（非常勤） 中 村 成 朗 中 村 角 株 式 会 社 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 竹 内 克 之 旭 食 品 株 式 会 社 代表取締役会長  

理  事（非常勤） 本 村 道 生 コゲツ産業 株 式 会 社 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 栁 川  信 ヤマエ久野 株 式 会 社 代表取締役社長  

理  事（非常勤） 市 ノ 瀬 竹 久 学 識 経 験 者   

理  事（非常勤） 塩 田 良 英 学 識 経 験 者   

理  事（非常勤） 西 村  均 学 識 経 験 者   

監  事（非常勤） 萩 原 弥 重 株 式 会 社 ヤ グ チ 代表取締役会長  

監  事（非常勤） 牧  明 夫 西 野 商 事 株 式 会 社 代表取締役社長  

監  事（非常勤） 横 山 敬 一 味 の 素 株 式 会 社 執 行 役 員  

顧  問（非常勤） 廣 田  正 株 式 会 社 菱 食 代表取締役会長  
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本部新組織案採択 

－本部－  

 

出欠状況  理事総数 25名中 出席理事 23名  委任状出席 2名計25名 

監事総数  3名中 出席監事  3名 計 3名 

 

議  案  第1号議案  定時総会提出議案の確認の件 

第2号議案  政策委員会他運営体制の件 

第3号議案  その他 

 

 昼食の後、井岸専務理事の司会に依り開会。 

 冒頭國分会長より簡単に次の如く挨拶。 

 

國分会長挨拶 

前回に引き続き、ご多忙の中、ご遠方からもご参集を頂き誠に有難う存じます。 

今回は、総会直前の理事会でありますので、ご挨拶は後程にさせて頂く事としまして、早速

議事進行に移らせて頂きます。 

 

このあと事務局より定足数の確認報告があり、定款の定めにより会長が議長席に就く事が告

げられた。 

理事会で議事進行する國分会長 

総 会 開 催 
 

5月27日(金) 鉄道会館ルビーホールにて12時30分より理事会が開催され、定時総会

提出議案内容の最終的確認と本部活動に対する要請事項等について意見交換を行っ

た。以下に議事録の抜粋を掲載する。 
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議長は議事録署名人に吉野芳夫理事と濱口吉右衞門理事を指名し審議に入った。 

 

第 1 号議案  定時総会提出議案の確認の件 

 

議長より事務局に第 1 号議案の説明の指示があり、重ねて前回説明部分を省略し、その後の

動向を含めて変更があれば報告するよう指示がなされた。 

 

事務局は提出資料のうち前回理事会にて修正予定と報告した「会員動向」「予算」に関し、

変更のあった部分の内容を報告した。 

 

議長はこれについての質疑を求めたが、無かったので、承認を求め可決された。 

 

続いて 

 

第 2 号議案  政策委員会他運営体制の件 

 

議長から、本日、成立予定の政策委員会の委員企業について、前回理事会で７社に加えて専

務理事の参加を決め、7 名の方にご登録を頂きました。委員長は互選して頂きます。 

また、執行運営委員会は 10 社 10 名の方と専務理事ですが、委員長は政策委員会並びに執行

運営委員会で決定したいと考えておりますと説明。 

ご異論なければ、直ちに実務に当たって頂くことといたします。 

 

議長は意見を求めたが、無かったので、承認を求め、可決された。 

 

第 3 号議案  その他 

 

議長は第 3 号議案 その他について出席者から提起を求めたが、無かったので、政策委員会

に対する期待や要望について、各理事に意見を求めた。 

 

・全国的組織と地域組織の組み合わせは難しいものがあるが、本部は地域の実情を知るために

廻訪されたらどうか。 

・昨年の返品問題のアンケートの結果、当該地区は圧倒的に返品率が高く、しかも良品の返品

が多いという結果が出た。原因まで把握しているが、個別には動けないので、日食協として

調査結果から総括して問題提起ができないか。また、一歩踏み込んで業態別に小売業から返

品問題のアンケート調査をできないか。 

・最近、労働基準局から中間流通業に的を絞っての調査が多くなってきている。労務提供問題

に絡むが、休日出勤するとなかなか代休が取れず苦慮しており、労働基準局からの指摘もあ

るので、こうした労務提供問題も日食協として検討していただきたい。 

・環境の問題として共同配送による CO2 の削減等の方向もあるし、リサイクルも絡めた資源の

有効利用の問題もある。こうした問題は、単独企業でやるより地域で対応した方がいいと考
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える。 

 ヨーロッパ（ミグロス等）では環境問題に熱心に取り組んでいる中間流通業もあるので、支

部活動として環境問題も取り上げていきたい。 

・業界としての位置づけをどのように考えるか、また業界の地位を上げるために政策委員会と

して何をなすべきか討議し、具体的政策を出していただけないか。また、業界全体が不毛な

競争にならないために、何をしなくてはならないかを政策委員会で考えて頂きたい。 

 業界内部の企業レベルは様々であるが、業界全体で給料体系等のベンチマークが必要かどう

か将来的に考えていくテーマではないかと考える。直取引問題であるとか、小売の専用セン

ターとか業界全体としてリストラされるような動きが出てきている。 

 こうした中で日食協は業界団体として食品流通が 10 年後、20 年後の将来、どのような展開

になっていくのかを描き、仮説、シナリオを作る必要がある。こうしたビジョンを作るため

に外部費用がかかれば支部活動予算を振り向けても場合によってはいいのではないか。 

・本部からの活動報告、情報は地域の親睦団体卸にとってかけがえの無いものになっている。

地域活動としては会員のみならず地域の賛助会員含めて業界全体のコラボレーションをここ

ろがけている。速やかな情報伝達には IT 時代でもあるので HP とかメールとかの活用を考

えて欲しい。 

・県をまたいで広域に展開する食品を販売する新興小売業（ドラッグストア等）が返品問題や

労務提供問題等で障害になってきている。最近、労災や就労時間にかかわる労働協定等の問

題で労基署から指導を受ける事が多くなってきているが、その最大の障害は労務提供問題で

ある。したがって是非日食協でこの問題を足並みそろえて改善していきたい。 

・地方問屋が減少する中で支部活動の活性化が難しい局面にあるが、日食協活動は重要である

ので本部主導で牽引して欲しい。公正取引委員会がきちんと仕事をするようになり排除勧告

等が報じられるようになったが、これを受けてスーパー側の対応が巧妙化してきている状況

にあるので、こういった点を問屋の集合の声として反映できるよう検討して欲しい。 

・会員の構造的変化から一部の支部を統合したり活動が不活発になってきている実情がある。

また財政的にも厳しくなってきているので W・G の活動を優先して行っている。 

・地方と中央の置かれている立場の違いや問題になっている事、困っている問題等に違いがな

く同一になってきている。会員も全国展開している事業所会員がほとんどであるので現状支

部活動は報告機関となっているが、地方も共通問題意識で取り組んでいるので特に問題はな

い。これからの活動として期待する事は将来を語る卸としてのビジョンと返品問題のような

今直面する問題の両面を検討して欲しい。 

 

議長は各理事からの意見を聞いた後、事務局に連絡事項につき尋ねた。 

 

事務局は 

 ①総会席次の確認 

 ②次回理事会は 11 月 8 日（火）の予定 

 ③各支部の事業活動予定表及び支部活動費の確認 

を報告した。 
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議長は、本日の総会において退任される方をご紹介させていただきますが、総会で各々ご挨

拶をして頂きます。まず、副会長磯野さん、専務理事井岸さん、次に監事進藤さん。 

次に新任候補の方として、理事候補磯野謙次さん、専務理事候補奥山さん、監事候補横山さ

ん。と夫々ご紹介した。 

 

以上で討議を終了。 

 

議長は 13 時 45 分閉会を宣した。 

以 上 

 

 

同日引き続いて14時から定時会員総会が開催された。今回で退任される役付役員の方の

挨拶もあり、和やかな雰囲気の総会であった。以下に議事録の抜粋を掲載する。 

 

 

議  案 第1号議案 平成16年度事業報告に関する件 

 第2号議案 平成16年度収支決算報告に関する件 

 第3号議案 会員の動向に関する件 

 第4号議案 会費の額及び徴収の方法に関する件 

 第5号議案 平成17年度事業計画案に関する件 

 第6号議案 平成17年度収支予算案に関する件 

 第7号議案 一部役員改選に関する件 

 第8号議案 その他 

 

出欠状況 会員総数  179社  出席会員 26社 委任状出席者 117社 

   計143社 

 出席賛助会員 62名  事業所会員 6名 

 来賓出席者 農林水産省総合食料局流通課 商業調整官  影山岩夫殿   

係   長  薄井 剛殿   

定刻,井岸専務理事の司会により開会。自己紹介し進行役兼事務局である事を告げた。 

冒頭、國分会長は次の如く挨拶を行った。 

 

國分会長挨拶 

会長の國分でございます。 

本日はご多用の中、またご遠方からもかくも多数ご参集を頂きまして、誠にありがとうござ

います。また多数お出まし頂いております賛助会員の皆様方にはとりわけ、平素大変にお世話

になっております事を、重ねて御礼申し上げます。 

そして公務ご多用の中から、農林水産省総合食料局流通課からは影山商業調整官様始め幹部

の方々にご来臨を賜り、平素のご指導と合わせて厚く御礼申し上げる次第であります。 
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総会で挨拶する國分会長 

 

さて、前年度を顧みますと、申し上げる迄もない事ですが、消費税の総額表示問題による消

費減退の煽りを受けて、続く猛暑から相次ぐ天災続きで思う様な商機も作れぬまま推移した一

年間でありました。しかし業界内にあっては構造変化と小売市場の整理が着々と進展し、一部

商材の取引制度の変更等があり、大きなインパクトがもたらされました。 

この中にあって、幸いにも当協会は関係各位の暖かいご支援ご協力の下に所期の事業を完遂

し、新年度を迎え今日に至っております。 

いずれの会社も多事多難、ご担当の一人一人が超繁忙の中にあって業界の為とはいえ、献身

的にご協力頂けた成果物も出来ました。今日は報告すると共に、１７年度の計画等についても

お諮りしたいと考えております。 

よろしくご審議下さい。 

甚だ簡単ですが、開会のご挨拶とさせていただきます。 

 

事務局はここで、来賓 2 名を紹介した。来賓代表として農林水産総合食料局流通課商業調整

官影山岩夫殿が次の如く挨拶した。 

 

影山調整官ご挨拶 

ご紹介頂きました農林水産省流通課の影山でございます。平成 17 年度日本加工食品卸協会

定時総会にお招き頂き、誠にありがとうございます。貴協会の皆様方には生産サイドと消費を

つなぐ架け橋として、日夜、食料品の安定供給に重要な役割を果たしていただいております。

この場をお借りして深く敬意を表する次第です。 

さて、昨今の景気については、「一部に弱い動きが続くものの、ゆるやかに回復している。

企業収益は改善し、個人消費は持ち直しの動きがみられる」との報告がある一方で、流通業界

におかれましては、売上減少が続くなど、なかなか消費回復の実感がつかみづらい状況かと存

じます。このような時期こそ業界の一層の発展のために、直面する諸課題に國分会長始め日食

協一丸となって取り組んで頂くことをお願いしているところでございます。 

特に、協会においては環境問題、返品問題、価格制度問題など業界をめぐる諸課題に対して、

迅速かつ的確な対応をするためのワーキンググループを設置され、課題の整理と問題解決の方

向を取りまとめておられます。こうした統一的な基本方向や考え方に沿って、それぞれの会員

企業が事業活動に取り組まれているところであり、大変有益な協会活動を展開されておられる
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と承知しております。 

農林水産省では、最終消費ベースで 80 兆円にのぼる我が国フードチェーンが、より安定的・

効率的なフードシステムとして機能するよう、新たな食料・農業・農村基本計画を踏まえ、食

品産業の競争力強化等に取り組んでまいる所存です。 

加工食品に関連するものとしては、一つは、物流の効率化の観点から、高速道路の周辺等、

交通の要所に立地するトラックターミナルや卸売市場、倉庫等について、保管、荷捌き等の機

能を集約し、かつ、情報システムを配備する施設整備を行う事業者に対して、倉庫業の一括許

可や資金調達、倉庫や建物の税制特例などの支援を行う「流通業務の総合化及び効率化に関す

る法律」の制定に取り組んでいるところであります。これは今参議院では通過しておりますが、

6 月の中旬には衆議院の方で可決予定と聞いております。 

挨拶される農林水産省 影山調整官 

 

また、ユビキタス技術を活用した食品流通の推進については、卸売市場における物流コスト

の 25％程度の削減を目標に、電子タグ活用の作業体系のモデル実証実験を実施し、成果につい

ては、速やかに流通業界への普及を図ることとしております。したがって、加工食品の流通業

界においても活用していただけるものと思っております。 

二つめは、「産業活力再生特別措置法」による企業の再活性化への支援でございます。これ

は企業が生産性の向上と健全な財務体質を目指し、計画を樹立し、この計画が一定の基準を満

たせば、大臣認定がなされ、商法や税制面での支援が受けられるというものです。これは非常

に前向きな制度でございまして、企業再構築を図る計画について、農林水産大臣認定を行い、

新会社の増資に伴う登録免許税や不動産取得税の軽減等により再生支援を行った経緯がありま

す。 

このほか公正取引の確保については、引き続き公正取引委員会と連携を図りつつ、優越的地

位の濫用防止について、着実に取り組みが進んでいるところでございます。 

こうした各般の施策に対しましては、引き続き皆様方のご理解とご協力をお願いする次第で

す。 

結びに、日本加工食品卸協会の益々のご発展と、会員企業の商売繁盛並びに本日ご参集の皆

様方のご健勝を心からお祈りしまして、私の挨拶とさせていただきます。 

今日はありがとうございました。 

 

続いて事務局はここで出欠状況を報告し、定足数を確認した。 
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引き続き議長の選出に入ったが、定款 20 条 2 項により、出席会員の中から選出とあるが、

事務局より慣例により会長を推薦したいと提議し、拍手で承認された。 

 

國分会長は議長席についた。 

 

議長は議事録署名人として、出席者の中から日本酒類販売株式会社殿と吉見商事株式会社殿

を指名し承認を求め、承認の後、議事に入った。 

 

第１号議案  平成 16 年度事業報告に関する件 

第２号議案  平成 16 年度収支決算報告に関する件 

 

議長より事務局に対し、この両案は関連あるので続けて説明報告すること、さらに年度をま

たいで特別委員会の方々の提言を頂いて、4 月 20 日の理事会で審議可決して参りました、今後

の本部委員会体制についても、第 1 号議案の関連として一緒に報告するよう指示があった。 

事務局は会報 Vol.139 号と別冊レポート「価格制度の現状認識と改善方向」「返品問題の解

決に向かって」と「加工食品卸売業における産業廃棄物の処理について」を資料（別添）とし

て次の如く報告を行った。 

1．特別委員会報告 

事業活動の運営体制の変更について（変革すべきポイント・本部委員会組織の見直し） 

2．平成 16 年度事業報告 

①概要 ②総務関係 ③各委員会活動 ④各支部活動 ⑤事務局活動。 

3．平成 16 年度の収支決算状況 

収入合計 42,170,098 円及びその内訳・予算比、支出合計 45,068,385 円、その内訳・予算

比、次期繰越収支差額 12,494,711 円、その内訳を貸借対照表と財産目録の如く報告。 

 

議長はここで進藤大二監事に監査報告を求めた。 

 

進藤監事は「平成 17 年 4 月 11 日（月）に萩原弥重監事、牧明夫監事の 3 名により監査を実

施した。当日業務内容の報告を受け、財務諸表及び帳票・証憑につき、適法正確に処理され、

報告の事実と相違ない事を確認した」と報告した。 

 

議長は第 1 号、第 2 号両議案の質疑を求めたが、異議なく拍手をもって承認された。 

 

第 3 号議案  会員の動向に関する件 

 

議長から説明を求められ、事務局は資料を元に退会会員 11 社、退会事業所会員 21 社、退会

賛助会員 1 社を報告。 

議長はこれについての承認を求め、拍手で承認された。 

 

第 4 号議案  会費の額及び徴収の方法に関する件 
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議長の指示により、事務局は、基本的に前年と同額を同様な方法で納付。即ち、14 年度の適

用措置を 17 年度にも適用し、6 月末日までに各社一括で、振込手数料各自負担にて、指定口座

に振込む事になると説明した。議長はこれについて意見を求めたが無かったので、承認を求め、

拍手で承認された。 

 

第 5 号議案  平成 17 年度事業計画案に関する件 

第 6 号議案  平成 17 年度収支予算案に関する件 

 

議長より両案関連あるので、続けて事務局より説明させたい、との指示があり、事務局は Vol．

139 号を資料として、業界背景と当協会の果たすべき使命というスタンスから、調査研究事業、

普及・啓発・実践事業、本部活動に分けて事業計画を説明した。 

そして、平成 17 年 1 月 26 日（水）開催の理事会議決事項である「平成 17 年度暫定収支予

算」を内包する平成 17 年度の収支予算案を次の如く説明した。 

前期繰越収支差額 12,494,711 円、当期収入合計 41,598,000 円、当期支出合計 48,710,000

円、次期繰越収支差額 5,382,711 円（それぞれの内訳概要と対前年予算比）。 

議長はこれについての承認を求めたが、意見もなく拍手で承認された。 

 

第 7 号議案  一部役員改選に関する件 

 

議長は「本年は改選の年ではないが、一部の役員より辞任の申し出があり、そこで、先に行

われた理事会において、その後任としての推薦候補も決定させて頂いておりますので承認を頂

きたい」として、次の交代を説明した。 

辞任理事、監事 

  磯野計一  副会長理事 

  井岸松根  専務理事 

  進藤大二  監  事 

議長は退任される理事、監事に対し、永い間のご活躍、ご指導ご協力に敬意を表し、その功

労に感謝と御礼を申し述べた。 

磯野前副会長理事、井岸松根前専務理事、進藤大二前監事が、辞任に際しそれぞれ謝辞を述

べた。 

議長は後任者として次の方を推薦した。 

 

後任理事、監事 

  磯野謙次  理事 

  奥山則康  理事 

  横山敬一  監事 

 

議長はこれについての承認を求めたが、満場一致拍手で承認された。 

 

議長は新任者の承諾を求め、3 名が承諾した。 
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開会挨拶する竹内支部長 

 

この後、議長は新任の明治屋商事㈱ 代表取締役社長 磯野謙次氏、国分㈱ 執行役員 奥山則

康氏、味の素㈱ 執行役員 横山敬一氏を順次紹介した。 

さらに、磯野副会長理事と井岸専務理事の退任に伴い、副会長 1 名減、専務理事 1 名減のた

め、先の理事会にての討議結果を事務局より説明するよう指示した。 

 

事務局は定款 13 条 4 項に基づき、4 月 20 日の理事会にて事務局案として、過去の選出事例

を参考に副会長理事に㈱日本アクセス代表取締役社長吉野芳夫氏、専務理事に国分㈱ 執行役員

奥山則康氏を推薦。両件とも理事会では満場一致にて了承を得ていることを報告。 

 

議長は続いて承認を求めたが、満場一致の拍手で承認された。 

 

第 8 号議案  その他 

 

議長は、会場の出席者各位から問題提起を求めたが、発言が無かった。 

そこで、議長より本日退任しました井岸前専務理事に対する退職慰労金の支給につき、規程

に基づき支給したいが、支給額については会長に一任頂きたいと発言、承認を求め満場一致で

承認された。 

ここで、議事審議の終了を告げた。そして長時間の審議に対する御礼と今年度のご協力をお

願いし、閉会の挨拶とすると結んだ。 

 

事務局は、以上で本日の総会が終了した事を告げた。 

15 時 15 分であった。 

以 上 

 

 

返品問題の改善に踏み込んだ解決策を 

－四国支部－  

5 月 23 日（月）午前 11 時 30 分からオークラホテル高松に於いて四国支部役員会が開催さ

れ、この後開催される総会の運営内容について打ち合わせと本年度の事業計画について意見交
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換が行われた。通常日食協総会の後に支部総会が開催されるが、今回は記念講演に予定してい

る講師の日程から総会より前に開催される事となった。12 時より一般会員及び賛助会員が出席

して、昼食終了後、第 27 回通常総会が開催された。 

司会進行は事務局担当の渡辺国雄氏（旭食品㈱）。冒頭四国支部長 竹内克之氏（旭食品㈱）

は本日の総会出席者に御礼と昨年度の異常な気象、天災等の気になる現象について感想を述べ

た後、概略次のように挨拶を行った。「流通業界も再編の波が押し寄せ、その影響もあり日食

協の本部役員に一部改選が予定されている。昨年度の日食協活動の一つである返品問題のアン

ケート調査の結果、四国地区は全国一返品率が高く、しかも良品返品率が高いという実態が出

た。個別の課題も把握できているが、解決のため単独企業として物申すのは難しいので、日食

協としてよくデータを分析して地域別に改善要求を今後踏み込んで検討したい。」 

 

その後議事に入り、事務局から資料に基づき平成 16 年度の事業報告を行い、次いで会計報

告をした後、会計監事の阿波谷健司氏（明治屋商事㈱）が会計監査報告を「正確である。」と

述べた。 

次いで平成 17 年度事業計画及び収支予算について審議し拍手で承認された。最後に役員改

選が行われ全員再任され支部長 旭食品㈱、副支部長㈱ 四国リョーショク、会計監事 明治屋商

事㈱、幹事 四国国分㈱が選出された。この後「本部の事業活動報告」を井岸専務理事が行って

総会は終了した。 

13 時 30 分から講演会を開催し、講師は四国経済産業局局長 江越博昭氏を迎え「四国経済の

現況と平成 17 年度の産業活性化施策」という講演を行っ

た（講演資料から主要な項目を箇条書きで掲載）。  

1．(1) 四国の姿（日本の中の四国） 

・面積は約 5％ 人口及び経済規模は約３％ 

・経済規模は、オリンピックを開催したギリシャよ

り大きい 

・第一次産業の従事者及び生産額の比率が高い 

1(2) 四国の産業構造の特徴 

・第一次産業のウエイトが高い 

・第二次産業、第三次産業のウエイトは全国平均と

ほぼ同じ 

・基礎素材系産業の比率が高く、波及効果が高い加

工組立系産業の比率が低い 

・IT、デジタル家電、自動車等先端分野の産業集積が少ない 

・今後、新産業創造戦略が目標とする成長産業分野の育成・成長が課題 

・四国地域経済は、一部に弱い動きがあるものの緩やかな持ち直しの動き 

・四国の生産は、横這い傾向へ 徳島、愛媛、香川は堅調で、高知は依然厳しい状況が

継続 

・大型店販売は、弱い動き 

・今後、製造業は改善の見込み。非製造業は依然厳しい状況が継続 

・全体では改善の見込み 

講演中の四国経済産業局長 

江越博昭氏 
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・四国の雇用情勢は、改善の動きが緩やかになっている 

・香川では、一倍台で推移。一方、高知では厳しい状況 

2．四国で頑張る企業、元気な地域 

・四国には、優れた技術や独創的な製品開発等により日本一・世界一のシェアを獲得し

ている企業 99 社が存在 

・四国では、各地域で地域を活性化させるため、各種グループ、各自治体等が活発な取

り組みを展開 

3．四国経済産業局の取り組み 

・戦略的な連携と交流による時代を担う産業の創出 

・活力に満ちた強靭な地域産業の育成支援 

・環境と調和した安全で安心できる地域社会の実現 

・積極的な情報発信を通じた四国の魅力 PR 

4．平成 17 年度 経済産業政策の重点施策 

・絶えざる価値創造と世界への発進 

・創造的事業活動を支える社会システムの構築 

・安定的なﾏｸﾛ経済運営と活力を生む税制・社会保障制度の構築 

・製造現場の中核人材の育成・強化 

・人材投資促進税制の創設 

・サービス産業創出支援事業 

・地域ブランドの確立 

・地球温暖化対策の推進 

以 上 

 

 

卸の存在の認識と向上を  

－関東支部－  

6 月 7 日（火）午前 11 時 30 分より鉄道会館ルビーホールに於いて、関東支部幹事会が開催

された。昼食後、直ちに議事に入り、冒頭関東支部長 吉野

芳夫氏（㈱日本アクセス）が挨拶。次いで事務局からの幹事

総数 25 名中 22 名の出席（含む委任状・代理出席）と定足数

を満たしているとの報告があり、恒例により吉野支部長が議

長席について議事を進行した。 

幹事会ではこの後の総会の運営と、一部役員の変更を含む

議案内容の確認を行った。その後各県別ブロック代表及び流

通業務委員長から各県の状況、支部活動や本部活動について

の要望等の意見交換、情報交換が行われた。 

・地元卸が減少し本格的な活動ができていないが、卸協会の 

 ポテンシャルを上げていくためには県ブロックに課題を落 開会挨拶する吉野支部長 
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 として欲しい。環境変化もあり位置付けも中途半端になっており活動の見直しが必要になっ

てきている。 

・日食協本部は全体の仕掛けや方向性を考え、地域県ブロックは、現場としてそれの調査等を

受け持つような役割、対応としたい。 

・市場卸の減少もあり会員加入促進のため菓子、冷食卸も勧誘している。実効の上がるような

問題を取り上げてやって欲しい。例えば産業廃棄物問題ではラーメンの PP バンドの減少化

対策等に取り組むとか。 

・卸の活動の評価が受けにくく、パワーの発揮がしにくい環境にあるので、卸機能の研究を含

めて日食協のあり方は重要。 

・単独企業では解決できない問題が多いので、業界団体として改善の方向性を是非見出して欲

しい。 

・県ブロック単位での活動がいいのかどうか、別の単位も考える必要があるのではないか。 

・ドラッグストア業態からの返品が余りに多く目に余るので、返品問題で実効を上げるために

も日食協本部から申し入れるのも一考か。 

・賞味期限等の問題で倉庫で廃棄する商品も多く発生するが、廃棄する前に飢餓で困っている

ところや天災の地域に業界でまとまって支援することも考えたらどうか。 

・県ブロック単位では卸会員の減少もあり活動自体が無理な状況、活動単位の広域化は避けら

れない。卸の課題は食品、菓子、酒類というような区別はないので連携が必要。 

・ギフト商品の外箱と中身の日付け管理に問題があり、メーカーも含めてこういう問題に対応

できる商品開発が求められている。 

・リージョナル、ローカルスーパーでは特に労務提供問題が多い。 

・卸中間流通業として情報発信を多くして、卸の存在をアピールする必要がある。 

・今後の活動のあり方について、取り上げるテーマや現在調査事業を行っている事での改善点

についてアンケート調査を行った。 

・本部の委員会や W･G 活動に対して、支部活動は実践をしていく位置づけにある。各企業の

流通業務委員会のメンバー委員を盛り立てて意見を集約し、具体的活動につなげていけるよ

うにして欲しい。 

・本年度の事業計画案にある本部委員会策定成果物の研修については格別注力して実践して欲

しい。 

・流通業界にあって、現状卸はたくさんの問題を抱えていると認識するが、この抱えている問

題を討議し解決し、卸の存在をどう認識させ、高めていくかが本部の役割。本部方針を支部

に伝え、県ブロックに伝える事をベースに、業界団体としてリティールの団体にもきちんと

した対応ができるよう関東支部も重要な役割がある。そういった観点からも支部活動を活発

化させる必要がある。 

 

この後 13 時 30 分より同じルビーホールの「鳳凰の間」で定時総会を開催した。出席状況は

会員、賛助会員含めて 75 名であった。当日の内容を議事録から抜粋して以下に掲載する。 

 

吉野支部長挨拶 

ご紹介頂きました支部長を担当しております日本アクセスの吉野でございます。 
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本日はお忙しい中を、関東支部会員の皆様そして賛助会員の皆様方多数ご参集賜りまして深

く御礼申し上げたいと存じます。去る 5 月 27 日、本部の方の総会も無事終わりまして、これ

から関東支部総会が行われる訳でありますが、支部の活動が今後益々重要になってくるものと

思います。この問題は古くて新しい問題でありますが、昨今の流通業界の状況をみるにつけて、

日食協の活動そのものが、問われているということも一面では言えるのではないかとも感じて

おります。我々協会、及び会員ともどもこの流通業界において、日食協の存在そのものをどの

ように高めてゆくのか、それは機能論ということにあるかもしれませんが、そう言った面で皆

が一致団結して業界の発展並びに賛助会員の皆様に対しても、さらにリテールの業界の皆様に

もお役に立てるような協会にしていく必要があるのではないかと、強く思っております。 

したがいまして、今まで以上に協会の活動に皆様方のご支援とご協力を賜れば幸いでありま

す。 

本日は、関東支部の総会です。関東支部は日食協本体に対して大変重要な支部と位置付けさ

れております。まさに日食協の本部を動かしてゆくベースとなるのが、この関東支部だと思い

ますし、支部長として皆様方のお役に立てるよう活動を進めてまいります。 

従来もいろいろと活動してまいりましたが、本年度は次の 3 点に注力をし、 

① 公正取引・商慣行の是正努力 

② 商品の安全性に関するレベルアップ（安心・安全）   

③ 環境問題対応の具現化 

に取り組んでまいります。 

いずれにしましても、協会の活動といいますのは、「言うは易し行うは難し」の点がありま

すが、個々ではなかなか出来ないことがありますので、業界全体の動きを纏めて 

いって、他の業界に対しても「言うべき事は言う」このような活動をしてゆく必要があると

考えております。ぜひ皆様方の今後のご支援、ご協力をお願い出来ればと思っております。 

誠に簡単でありますが、本年度の総会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

有難うございました。 

 

続いて事務局が定足数の報告をし、議長に吉野支部長を推挙し拍手で承認され、吉野支部長

が議長席についた。 

議長は議事録署名人として、吉見商事株式会社殿と株式会社サンヨー堂殿を指名し、承認さ

れ、議事に入った。 

 

 第 1 号議案  平成 16 年度事業報告に関する件 

 第 2 号議案  平成 16 年度収支決算報告に関する件 

 

議長より事務局に両案続けて説明する様指示があった。これを受けて事務局は、5 月 27 日

（金）に開催された本部の定時総会に於ける状況報告を含めて、会報 Vol.139 号と別冊レポー

ト「価格制度の現状認識と改善方向」「返品問題の解決に向かって」及び資料（別添）により

次の報告を行った。 

1．本部 

・一部役員の改選 
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・特別委員会報告 

 （事業活動の運営体制の変更について） 

・本部活動報告 

・全体の収支状況 

2．関東支部 

①概況、②関東支部流通業務委員会活動、③百貨店共同配送委員会活動、④関東支部の収支

決算（前期繰越額 1,932,441 円、当期収入合計 1,368,021 円、当期支出合計 668,695 円、次期

繰越収支差額 2,631,767 円、各予算費と内容概要）。 

 

議長は会計監事大井徹雄氏（明治屋商事㈱）に監査報告求め、大井会計監事は｢4 月 14 日（木）

に監査を行い、正確である事を確認した｣旨を報告した。 

議長は両案の質疑を求めたが無かったので、承認を求め，拍手で承認された。 

 

第 3 号議案  平成 17 年度事業計画案に関する件 

第 4 号議案  平成 17 年度収支予算案に関する件 

 

議長よりこの両案について、事務局よりを続けて説明する様に指示し、事務局はこれを受け

て、別添の両案を資料とし、協会の事業計画を演繹して関東支部事業計画とし、担当別予定ま

で流通業務委員会で討議策定した計画案を説明した。そして前期繰越額 2,631,767 円、当期収

入合計 827,020 円、当期支出合計 1,332,000 円の予算案を説明した。 

議長はこれについての質疑を求めたが、無かったので承認を求めた所，拍手で承認された。 

 

第 5 号議案  一部役員変更の件 

 

議長は、事務局に説明を求めた。事務局は今期は任期満了ではないので、改選はしないが、

役員企業の人事異動により交代する申し出があった。 

退任監事・監事 

大井徹雄氏（㈱明治屋）、西浜元家氏（㈱梅澤）、箕輪勝朗氏（みのわ商事㈱）、井岸松根

（常任幹事） 

新任幹事・監事 

会計監事 大井徹雄氏（明治屋商事㈱）、常任幹事 奥山則康氏 (日食協)、幹事 牧野和義氏

（㈱梅澤）・西芳孝氏（みのわ商事㈱） 

と一部役員の変更について、説明した。 

議長はこれについての承認を求め、拍手で可決された。 

 

議長はここで日食協本部の専務理事で且つ関東支部の常任幹事を永年にわたって勤められて

きた井岸前常任幹事に対し、会員を代表して感謝と御礼を申し述べた。 

 

第 6 号議案  その他 
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返品問題について報告する高山 薫氏 

価格制度のあり方について報告する佐藤晃一氏 

議長は会場の出席者に問題提起を求めたが、無

かったので、本日の総会が終了した事を告げた。 

事務局は閉会を告げた。 

14 時 20 分であった。 

この後、14 時 40 分より経営実務者研修会が行

われました。今回は食品流通委員会の 2 つのワー

キンググループの研究成果をそれぞれの座長より

発表していただいた。①「価格制度の現状認識と

改善の方向」 座長 佐藤晃一氏（伊藤忠食品㈱） 

②「返品問題の解決に向かって」座長 高山 薫

氏（三井食品㈱）。 

当日の内容は既に成果資料として冊子が配布さ

れているので掲載を省略させていただくが、いず

れも卸売業の経営問題として重要なテーマである

ので熱気のある研修会となった。 

以 上 

 

 

 

情報の共有化で大きな動きに 

－東海支部－  

6 月 8 日（水）13 時 30 分より名古屋観光ﾎﾃﾙにおいて第 27 期の定時総会が開催された。司

会進行は㈱梅沢の大鹿正樹氏が担当した。冒頭、東海支部長 永津邦彦氏（㈱トーカン）が出席

者に平素の協力について謝辞を述べられた後、「日食協の本部活動では、いろいろな課題に対

して全国卸店幹部や専門家が検討を重ねて研究成果を出してきている。こうした中央からの情

報をどう地域で取り込んでいくか、活用していくか、情報の共有化で地域活動を大きな動きに

していきたい。そのためにも優れた情報を迅速に伝達できる体制作りに取り組みたい。」との

方針を述べられた。 

開会挨拶する永津支部長 



 

－ 18 － 

事務局の推薦で永津邦彦氏が議長席につき、議事に入り、①平成 16 年度事業報告、②平成

16 年度収支決算を行った後、会計監事の西山 茂氏（西山商事㈱）が監査報告を行った。議長

はここで承認を求め、拍手で承認された。続いて③平成１７年度事業計画案として中部食料品

問屋連盟と協力し、加工食品の消費拡大策の展開等を図る、会員の事業発展、福利増進、親睦、

融和を図る④平成 17 年度収支予算案を事務局が報告し、異議なく承認された。続いて役員改

選の件が審議され、（第 28～29 期 平成 17 年～平成 19 年の 2 年任期）支部長店 ㈱トーカ

ン 永津邦彦氏、副支部長店 ㈱梅澤 鈴木重一氏、会計監事店 西山商事㈱ 西山茂氏、幹事店 

佐竹商事㈱ 星川英樹氏、㈱北村商店 北村篤司氏、三重国分㈱ 坂本順一氏、伊藤忠食品㈱ 東

海事業本部 足立 誠氏、国分㈱ 中部支社 花房理仁氏、明治屋商事㈱ 中部支社 船橋孝之氏、

㈱菱食 中部支社 井村莞爾氏を選出した。また事務局業務を㈱梅澤から中部食料品問屋連盟の

事務局を運営している中部飲食料新聞社 山田 聖氏に再度委嘱する事の説明があった。 

以上滞りなく議案は終了し、この後奥山専務理事による本部事業活動報告があり、14 時 50

分閉会した。 

以 上 

 

 

食品卸業界をいい業界にしたい 

－近畿支部－  

6 月 15 日（水）午後 1 時より大阪太閤園にて

近畿支部総会が開催された。司会進行は事務局

の野間道康氏（伊藤忠食品㈱）。冒頭近畿支部

長 尾崎 弘氏（伊藤忠食品㈱）は、「5 月の日

食協総会で役員の一部が変更され新体制でスタ

ートした。卸業界は少しでも儲けて、多少とも

いい目を見たいものである。やっているのに報

われていないという実感がある。若い社員が、

働けばいい給料がもらえるということを感じて

もらえるような業界にしたい。流通業も就職人

気が高まってきているので食品卸業界も是非い

い業界にしていきたい。」と挨拶された。 

司会は、この後定足数を確認し、恒例により尾崎支部長が議長につき議事に入る事を案内し

た。①平成 16 年度事業報告 ②平成 16 年度収支決算報告を事務局が行い、監査報告を会計監

事の乾 敏展氏（ｶﾈﾄﾐ商事㈱）が行った。これを拍手で承認した後、③平成 17 年度事業計画、

④平成 17 年度収支予算を事務局が報告し、同様に拍手で承認された。以上で議事は全て終了

し、この後井岸前専務理事と奥山新専務理事から本部事業活動報告がなされ、14 時に閉会した。 

以 上 

 

 

開会挨拶する尾崎支部長 
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本部の大きな組織の活動を受けての支部活動 

－九州沖縄支部－  

6 月 21 日（火）午前 11 時より博多全日空

ホテルにて、九州沖縄支部の第 57 回幹事会

が開催された。司会は事務局担当の大島義明

氏（コゲツ産業㈱）で幹事会社の新任者を紹

介した後、議事に入った。 

主要議題は午後からの定時総会の次第内容

についての確認であった。13 時から会場を移

動して第 28 回支部定時総会を開催した。 

最初に事務局から本日の総会に支部長の本

村道生氏（コゲツ産業㈱）が都合で出席でき

ず副支部長の柳川 信氏（ヤマエ久野㈱）が代行する事を報告した。 

次いで本日のスケジュールと自己紹介の後、定足数について案内があり会員総数 52 社中 27

社の出席、委任状の出席が 20 社合計 47 社の出席で定足数を満たしていると報告した。 

ついで会計監事の丸尾喜徳氏（三井食品㈱）が開会宣言を行い、次いで副支部長の柳川 信氏

が支部長に変わって開会の挨拶を行った。本日の参会者に対するお礼と平素のご理解とご協力

について謝辞を述べた後、「日食協本部の平成 17 年度事業計画の中に、我国の経済の立ち直

りの兆しありといわれる中にあって、当業界を取り巻く環境の厳しさは従来と変わらず、むし

ろ事態は深刻の度を加えており取引制度すら変更しつつあると述べている。全くその通りある

と認識する。本日出席のたくさんの賛助会員の皆様にもご協力いただきながら厳しい試練、環

境に対応して参りたい。支部の活動は基本的に本部の大きな組織の活動を受けて、行っている

のが実情であります。今後とも日食協活動にご理解とご協力を願う。」と結ばれた。 

この後、柳川副支部長が議長席につき、議事録署名人に亀井通産㈱と国分㈱ 九州支社を指名

した。 

議案審議に入り、①平成 16 年度事業報告書並びに収支決算書承認を事務局が報告し、会計

監事の監査報告があって、議長は承認を求め拍手で可決された。 

②平成 17 年度事業計画並びに予算案承認について事務局が報告し、議長が承認を求めこれ

も拍手で可決された。 

総 会 会 場  

活動報告する柳川副支部長と山口座長 
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③（ｲ）取引慣行改善に係わる地域活動の実態報告を日食協福岡地区協議会当役会の山口春幸

氏（ヤマエ久野㈱）が活動状況を報告した。 

 

 

「福岡協議会は、昨年から2ケ月に1回13企業にて協議し、昨年は労務提供問題を検討し

た。 

今年に入って重要な課題であるセンターフイー問題に着手している。労務提供問題では

ディスカウントストアとドラッグストアに対して意見交換を行ったが、ディスカウントス

トアは対象企業が1社あり、申し入れを予定したが、取りやめた。その後対象企業が公正

取引委員会から排除勧告を受けることになった。もう少し早く申し入れを行えば良かった

と率直に思っている。 

ドラッグストアは、対象企業が他県にまたがるという事で他県の支部会員に意見を求め

たが、その調整がうまくいかず、中断、腰折れ状態になっている。引き続き、現在支部会

員以外の企業にも参加を求めて協議を再検討したい。地場の大手小売チェーン企業から労

務提供及び派遣に関する合意文書を頂いたが、これに関しても協議会で検討した結果、こ

の書面の修正、訂正をお願いという事で合意のもとで再提出している。なにぶんにもあま

りに納得のいかない文章であった。 

次に、今年に入ってからはセンターフイー問題を検討した。センターフイーは卸売業に

とって最大の経費になっている。配送経費より高いという状況にある。3月から協議に入

り5月にセンターフイーについてのガイドラインを設定した。スルー型のガイドラインと

して卸業界として物申そうという事で現状進めている。実際のかかるセンターフイーとス

ーパーマーケット、ディスカウントストアやドラッグストアから要請されるセンターフイ

ーが乖離している。それに対して卸売業としてかかるコストから逆算して、3％以内が妥

当であると判断し現状進めている。我々が、本当のところのコスト試算をして正しいセン

ターフイーを物申さない限り、卸売業としての利益改善、存続が不可能になってくると思

う。来月からは、DCに係わるセンターフイーの試算を行う予定である。それから年末年始

及びGWの物流に関してはメーカーさんの協力でスムーズに推移している事に感謝申し上

げる。今後はセンターフイー問題を決着した後、返品問題もしくは環境問題に対応してい

きたい。」 

 

 

（ﾛ）商品展示特売会の本年度自粛の継続については事務局から主旨の説明があり、議長が意

見を求め異議なく拍手で承認された。以上で議案審議は終了し、その後「本部の事業活動報告」

を奥山専務理事が行い総会を終了した。このあと 14 時 20 分より特別講演として㈱鹿児島地域

経済研究所 経済調査部長 鳥丸 聰氏をお招きして「フードアイランド九州」と題する講演会

を行った。 

以下その内容を掲載する。 
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講 演 録 

 

 

㈱鹿児島地域経済研究所 経済調査部長 鳥丸 聰  

皆さんこんにちは、鳥丸でございます。「フ

ードアイランド九州」という、このような九

州経済白書というものを、毎年、九経調のほ

うで出しており、昨年の 2 月の末頃にこれを

出しまして、大変な反響がありました。 

従来、食料供給基地を考えるときには、必

ず農林水産省のいろいろな政策を考えるわけ

です。こちらの白書のほうでは、そうではな

くて、消費者のほうから見た「フード」とい

うのはどうあるべきか、フードビジネスとい

うのはどうあるべきか、そして消費者が望む

ものを作るための産地のあり方は、どうある

べきか、というのを書いたわけであります。 

この九州経済白書といいますのは、毎年テ

ーマを変えて発表しておりまして、今年の 3

月に出したのが「新規事業について」という

ものなのですが、昨年が「フード」、その前

が「観光集客」、というような形で毎年テー

マを変えているわけです。 

この九州経済白書も今年で 38 回目になっ

たのですが、「食料供給基地」をとらえたの

は、昨年が初めてということでした。九州は

食料供給基地といわれているのですが、意外

とその現状と課題及びあるべき姿というのを

真剣に議論してきた人は、実はいなっかたの

です。何故かといいますと、産地のほうは農

林水産省の島だ、ところがその原材料として

の食べ物というのは、加工業者・流通業者に

わたると、そこから先、飲食店、中食産業、

外食産業と流通段階になっていくと、経済産

業省の島になりますので、そのあたりが、ひ

とつの産業として振興しようとする意欲を欠

くものになっていた、ということであろうと

思います。 

この“フードアイランド”という言葉の意

味なのですが、本当はフードクラスター九州

としたかったのですが、クラスター産業を育

てたいということが、「食」に関連するあら

ゆるビジネス、川上から川下に至るまでのあ

らゆるビジネスが競争しながらも、協力し合

うことによって技術革新（イノベーション）

を産み出して、構造転換をもたらして行くよ

うな食の産業集積、そのことをフードアイラ

ンドという言葉に込めているわけです。 

なんでこの白書を昨年書いたのか、その辺

りの狙いから最初、お話をしたいと思います。 

九州といいますのは、温暖な気候と豊かな

資源とに恵まれていて、古くから日本の食料

供給基地があることを、誇ってきたわけです。

ところが食品の国内の最終消費需要というの

は、もう既に飽和状態にあり停滞してきてい

る。一方、産地のほうを見てみると、高齢化

が進む、後継者が不足してくる、そして耕作

放棄地もどんどん増えてくる、ということで、

体力が産地のほうで衰えてきている。 

加えて日本の食料の自給率もかなり低下し

てきました。先進国の自給率というのは、見

てみますと、アメリカが 122%です、フラン

スが 121%、ドイツが 99%、イギリスは日本

と同じ島国ですが、かつては日本より自給率

は低かったのですが、ところが政策を改めて、

講演する鳥丸 聰氏 

フードアイランド九州 
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自給率 61%にまで持ち直しているわけです。

日本の食料自給率は、何年間かほぼ 40%とい

うところで（カロリーベースですが）停滞し

ている状況です。 

この自給率の低下にもなんとか歯止めをか

けないといけない、ということも喫緊の課題

です。世界の経済大国といいますのは、フー

ドビジネス大国でもあるのです。そのあたり

が日本の場合は当てはまらない。よその先進

国らしく食料供給産業というのを、きちっと

産業として育てていくということが、これか

らの課題であろうと思ったわけです。この産

地復権にむけた取組みといいますのは、農林

水産省はじめ国、県、市町村、JA さん、さ

まざまなところで、さまざまな取組みがなさ

れているわけですけれども、生産現場の関係

者だけの努力ではどうしようもない状況にあ

ります。何故かというと、供給サイドが一生

懸命物を作っても、安くていい物を作っても、

消費者、即ちもう一方の需要サイドがそれに

応えて消費してくれないと、話にならない。

ということになるわけです。自動車産業だと

か家電産業を見てみると、生産者の一方的な

ものの論理で作っているわけではないので

す。あくまで消費者のニーズを組み入れなが

ら、どんなものが受けるのか、それを産地の

方が作るということをやっているということ

になります。 

一次産業と二次産業を一緒にするな、と九

州農政局の大変な怒りにふれたところなので

すが、だけど、フードを産業として振興しよ

うとするならば、やはり消費者の物の考え方

というものを、きちんと、とらまえていくと

いうことが、とても大切になってくるのでは

ないかなと思うわけであります。産地が弱体

化して、食料の自給率が低下するのに加えて、

近年は産地の偽装表示というものが問題にな

ったり、あるいは、BSE が問題になったり、

鳥インフルエンザ等が 1 年ほど前にかなり話

題になりましたが、食の安全が脅かされるよ

うになってきているわけです。 

それに加えて昨年から本格化した FTA（自

由貿易協定）というのも、日本の農業構造の

改革を迫る一つの要因になっています。そこ

で九州の底力である食料供給基地も食品製造

業や流通業、あるいは外食産業、飲食店、中

食産業、流通業、などが一体となって、産業

振興にむけたさまざまな施策を、ポイント、

ポイントで展開するのではなくて、戦略的に

展開してゆくべき時を、今、迎えているのだ

ろうと思います。 

そこで、昨年の白書では、食に関連するビ

ジネスが競争しながらも協力し合うことによ

って、技術革新を引き起こして、構造転換を

もたらしていくような“フードアイランド九

州”を形成するための戦略について考えてみ

たわけです。 

これからのお話は、総論と各論に分かれて

いまして、私は総論の方を担当しております

が、この各論のところにどのようなことが書

かれているのか、簡単にご案内してから、総

論に入りたいと思います。 

 

◎各 論 

第１章  

 成熟社会で変化する「食」へのニーズ  

一言でいえば、消費者の動向というものを、

分析したわけです。高度成長期以降は「食す

る」というのは、あるものを食べるではなく

て、食べたいものを選んで食べるというスタ

イルに変わってきました。そして「食」は栄

養摂取という目的を離れて、価格とか品質と

か手軽さ、などさまざまな観点から評価され

るようになりました。 

加えて、近年ではデフレの影響もあります

ので、消費者というのは低価格志向を強める

ようになっています。その一方では「食の安

全、安心」志向が高まって、若干値段は高く

ても、「安心」がものを買うよ、消費者の態

度もやや変化しつつあるのかなと、思います。
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そのあたりの動向を分析しております。 

そこで消費者アンケートを実施したので

す。 

安心・安全な食材を買う為に何を実施して

いますか。総論の中でも、捉えていますが、

（図Ⅰ―11）食に関するアンケートで、“消

費者が安全な食を買うために実行しているこ

と”九州で無作為に選んだ 621 人の方に答え

てもらった。 

一番多いのが、減農薬や無農薬のものを買

う（41.1%）なのですが、無農薬を買うとい

っても、そんなに量があるわけでもないし、

そう簡単に安定供給できるわけでもない、し

かし 41%の方がそう答えている。そこでこの

アンケート結果は本当であろうか、というこ

とで、福岡市と鹿児島市で奥様方に集まって

もらい、奥様グループインタビューをした。

アンケート結果では、安全な食材を買うため

に、減農薬、無農薬を買うというのが第 1 位

なんですが、奥様方実際にそうされているん

ですか、と聞きますと、素直に答えられるの

です。 

改まってアンケート用紙が送られてきた

ら、優等生的な答えを選ぶに決まっているじ

ゃないですか、だからそういうのが 1 位にな

るのは当り前でしょう。毎日毎日、安全にこ

だわり続けていられるわけないでしょう、家

計が持たないわよ、と答えられるのです。有

機無農薬食材というのはスーパーの産直コー

ナーで買う日がある、買う日はあるのだけれ

ども、平気で次の日にはマクドナルドのハン

バーガー食べてます、インスタントラーメン

食べてます。と堂々と答えられるわけです。

その安心・安全の証拠としてこの野菜は私が

作りましたと、スーパーさんでは産地の顔写

真入で売っている、あれって安心・安全につ

ながるものですか、と聞きますと、あれは絶

大な安心感を与えるのだそうです。何故かと

いうと、何か事があったら、この親父さんに

文句が言えると、というのが一番の安全・安

心ですよ。 

トレーサビリティとか難しくてよくわかり

ませんよ、HACCP とかいわれても何のこと

かわからない、それよりも、顔写真掲げても

らったほうが、よっぽど安心安全の保障にな

るという風に、奥様方は答えられているわけ

です。 

 

第２章 

 高付加価値化のカギを握る「食」の現場  

消費者と直接向い合う関係にある小売業、

スーパーや外食産業の動向を整理しました。

とりわけ、近年の外食産業は、食のエンター

テイメント性、見せる食というのをフルに活

用するようになりました。キャナルシティ博

多の中にあるラーメンスタジアム、あるいは

リバーウオーク北九州の中の餃子の小道、メ

ーンロード、近いうちにラーメン店を増やさ

れるということですが、昨日の朝刊に載って

おりましたけれども、そういったフードテー

マパークが人気を博している様子とその理由

あたりを第 2 章でまとめております。 

 

第３章 

 生消連携し高付加価値化図る「食」の流通  

いわゆる「中抜き」がはたして進むのだろ

うか、という話題をまいているところですが、

食品卸売業界を分析すると同時に、ブランド

化に成功したいくつかの食材を取り上げて、
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成功した秘訣みたいなものをピックアップし

ています。“佐賀の関の関アジ、関サバ”な

ど市場価格の 10 倍、20 倍の価格で取引され

ている。何故、そんなに高い値段で取引でき

るのか、“よぶこのイカ”というのも多くの

人を集めている。そのあたりの秘密について

アプローチをしたわけです。 

 

第４章 

 企業戦略の多様化進む「食」の加工  

ここでは食品加工業を分析しました。食品

製造業の成長率というのは、北部九州よりも

南九州の方が成長率は高い。このあたりを分

析しつつ、食品メーカーと農業の関係の変化、

あるいは多様化する原料調達戦略について、

事例を交えて分析を行っているところであり

ます。ここではバイオテクノロジーの最新情

報についても一言触れています。 

 

第５章 

 高度化進む「食」の生産現場 

最終章になります第 5 章では、産地の現状

を分析しているわけですけれども、ゴボウあ

り、スイカあり、一品一品とりあげていては

きりがない。この各論の最終章で採り上げた

のはセイフティガードが 2001 年に発動され

たネギ、シイタケについて、それぞれの産地

がどういう苦労をなさっているのか。あるい

は円高と共に輸入量が急増した豚肉、鶏肉、

といった産地の事例を通して、九州の食の生

産現場がどう対応しようとしているのか、こ

のあたりを分析しています。 

この章をみますと、産地の音頭とり、いろ

いろな人達が出てきます。農林水産省が出て

きたかとおもうと、県が出てきて、市町村が

出てきて、JA さんが出てきて、“米作れ” 

いや米ダメだから、“みかん作れ”みかん

ダメだから、“牛飼え、豚飼え”ということ

で産地の人達も、もう勘弁してくれというよ

うな様子がよくわかるところです。 

各論の流れを見て頂くと分るように、消費

者からアプローチして、川下から川上へと、

どんどん辿っていくような流れで、この｢フー

ドアイランド九州」を書いているところです。 

 

◎総 論 

これから総論に入っていきますが、総論は

二つの章に分かれておりまして 

第Ⅰ章 

 戦略産業としてのフードビジネスの可能性 

第Ⅱ章 

 フードアイランド九州の形成に向けて 

で構成されております。 

第Ⅰ章は現状分析、第Ⅱ章は戦略編という

ことになります。 

第 1 章の現状分析編を一言でいえば、フー

ドビジネスは九州においては、現状では戦略

産業にはなっていない、というふうに書いて

おります。戦略産業にはなっていないが、工

夫次第では、ものすごく成長性のポテンシャ

ルを秘めた戦略産業となり得るのだ、と総論

の第Ⅰ章ではまとめております。 

 

第Ⅰ章 

 戦略産業としてのフードビジネスの可能性 

 

１．二極化する大企業と中小企業の景況感 

これは 1991 年 3 月九州のバブル経済は崩

壊したのですが、それまでは右肩上がりをす

るなかで、景気は良くなったり、悪くなった

り、を繰り返してきた。ところがバブル崩壊

以降というのは、91 年 3 月以降は全体の重心

が右肩下がりになり、横這いか、やや右肩下

がりする中で、景気は良くなったり、悪くな

ったりを繰り返すようになった。 

だから、重心が右肩上がりではないので、

景気は回復しているよと、大本営発表といっ

ても誰も実感を伴わないというのが、当たり

前になっている。 

それは、上から圧力がかかっているから、
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圧力とは何かというと、不良債権の重しであ

り、リストラの重しであり、デフレの重しで

ある。この三つの重しが、足もと九州でも最

近軽くなってきているところもあるのです

が、東京はかなり軽くなったということがあ

るようですが、九州の場合はまだ重しが残っ

ている。 

そういう状況にあり、そして景気がもたつ

く間、大企業は景気はいいけれども、中小企

業はそうでもないじゃあないかと、製造業は

いいが、非製造業はそれほどでもない。そし

て東京はいいけれども、地方の景気はまだま

だ悪いじゃあないか。この景況感の二極化と

いうものが全然縮まらない。そういう状況が

ずうっと続いている。2002 年の 1 月を底と

して、もう三年以上景気は緩やかに改善して

いるということにはなっているのですが、依

然として回復感というのは実感できない。 

本格回復するためにはどうしなければいけ

ないかというと、中小企業が頑張らなければ

ということになるわけです。特にフードビジ

ネスの 99％というのが、中小企業で構成され

ておりますから、九州でもウエイトの大きい

フードに関連する、食に関連する中小企業が

元気を出せば、九州の景況感というのも、か

なり明るさは出てくるだろうということを、

最初に指摘しているわけであります。 

 

２．九州経済を支える三大産業の特徴 

九州の産業構造上の特徴を三つ挙げなさ

い。という質問が出た場合、一つは IC，半導

体に代表される産業が活発である。シリコン

アイランド九州、九州の半導体の生産シェア

ーは全国の 3 割弱を占めております。そのほ

かに液晶ディスプレイ、プラズマディスプレ

イパネルのデバイスなどを加えると、もっと

シェアーは高まることになります。「シリコ

ンアイランド九州」であること。 

二つ目はカーアイランド九州である、自動

車産業の集積度は最近極めて高まるようにな

ってきた。日産自動車九州工場、トヨタ自動

車九州宮田町、それに加えて、大分県ではダ

イハツさんが、昨年 12 月から年産 15 万台、

トヨタさんもエンジン工場をつくる、あるい

はおとなりの山口県防府市に目を向ければ、

40 万台生産キャパのマツダさんの工場があ

るという状況で、北部九州はものすごい勢い

で、自動車産業が集積度を高めており、それ

を「カーアイランド九州」と言ったりするわ

けです。 

もう一つの九州における産業の構造上の特

徴は、「食料供給基地九州」ということにな

ります。この食料供給基地という場合には、

一般的には一次産業のことをいうわけです。

だけど一次産業というのは水産業、農業、林

業、になりますが、一次産業といっても、考

えようによっては、製造業ととらえることも

できるのだろうと思います。IC のことを産業

の「こめ」というわけです。素材をつくる部

分ですから一次産業というのも、フード産業

の素材を作る部分だと考えると、それを加工

する部門、食品加工部門と合わせて「食料供

給産業」というように位置づけられると思い

ます。 

農業プラス、漁業プラス食品加工業、それ

を食料供給産業と位置づけて、機械部品の製

造業、輸送用機械部品の製造業と電気機械製

造業、それらの三大産業の出荷額の推移をな

らべたのが、図Ⅰ－２であります。 

これを見てみますと、1980 年代中盤以降大

きく伸びてきているのが、輸送用機械、自動

車産業、自動車部品産業ということになりま

す。また、電気機械というものも、ウエイト

を高めてきております。2001 年の電気機械は

あまり伸びていないのは、ちょうど、このと

きは IT バブルが崩壊したときですから、伸

び率がチョット減っている。いまさらにその

幅を大きくしている。 

それに対して、食料供給産業の白の部分を

みてみますと、あんまり伸びていない。悪く
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いえば、伸びていないのですが、見方によっ

ては安定しているともいえます。そして産業

としての厚みという点では、依然食料供給産

業のウエイトは大きい状態が続いているわけ

です。この食料供給産業の特徴は何かという

のをみたのが、図Ⅰ－４です。 

IC 生産数量、乗用車生産台数と食料生産額

の推移について、グラフをならべてみていま

す。IC とか自動車というのは、変動幅がもの

すごく大きい、昨年より生産が 2 割増えまし

た、しかし、次の年は 3 割減りました。この

くらい変動幅が大きい。何故かというと、IC

や自動車というのは、世界市場、グローバル

市場の影響を大きく受けるからです。 

一方、食料生産額はほとんど横這いで推移

している、変動がきわめて小さい産業という

特徴があるといえます。ですから、ゆるやか

に右肩下がりになっているということが、気

になるところです。ただ食料供給産業という

のは非常に安定感がありますし、厚みもあり

ますから、九州の景気変動の緩衝材、バッハ

の役割を果たしているということも言えるの

だろうと思います。世界経済が少しおかしく

なったといっても、食料供給産業がちゃんと

していれば、九州はなんとか食べていけると

いうことになります。 

もし、この食料供給産業がどんどん小さく

なって、厚みが薄くなっていってしまうと、

九州の景気は自動車や半導体に振り回される

というようになりかねない。なんとか食料供

給産業の厚みを増してゆくのが、九州の景気

動向にとっても大切な戦略になるのであろう

と思うわけです。 

そこで、フードビジネスの市場規模という

のは、九州ではどのくらいあるのかを見たの

が、表Ⅰ－３であります。 

ここでは、農業、漁業に食料品製造業、卸

売業、小売業それに飲食店、外食産業、中食

産業、食に関連する川上から川下まで、すべ

てをまとめたものをフードビジネスと位置づ

けて、その市場規模を推計しています。この

推計によると、九州八県の市場規模は 2001

年 21 兆 9 千億円をもっているということに

なります。就業者数

は 174 万 4 千人と、

たいしたものだと思

います。九州で仕事

をしている人という

のは、687 万人なの

です。そうすると

25.4％、四人に一人

の方が何らかの形で

フードビジネスに関

与していることにな

ります。 

市場規模が大きく

て、その増減が小さ
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く、安定しているフードビジネスが厚みを増

せば経済社会全体の安定性も高まることにな

りますが、その市場規模が昨年より急に 2 割

伸びたり、3 割減ったりすることありません。

ですから、一生懸命施策を実施しても、2 割、

3 割市場が伸びるということは、まずありえ

ない。これがフードビジネスの特徴なのです。 

何故かというと、一つ目の理由は胃袋の数

に限界があるということです。非常に単純な

ことです。二つ目はフードビジネスの場合は

高級品と普及品の価格差というのは、きわめ

て小さいということがあげられます。 

自動車や家電製品では、自動車などは 1 千

万円の車から 100 万円を切る車まである、 

この価格差が大きい。高級品と普及品の価

格差がものすごく大きい。ところがフードの

場合にはそんな価格差というのは存在しない

し、なによりも食べ物の場合は、見せびらか

しの消費というのに耐えない。 

経済学の世界ではコンスティーブコンサン

プションという見せびらかしの消費というの

が時々、その言葉が出てきます。そしてその

見せびらかしの消費に耐えるものが、市場を

リードしてゆくというような現象がまま見受

けられます。自動車をみたり、アパレル製品

をみたり、家電製品をみたりすれば明らかで

すが、フードの場合は食べると消えてしまう

ので、そういった顕示欲というのを満たすの

は、非常に難しい。そういった特徴があるわ

けです。それからフードビジネスが激減した

り、激増したりしない理由というのは他にも

あるわけで、供給サイドの構造面において素

材を生産する産地に気象条件だとか地形とい

った制約がある。また工業製品のように、ジ

ャストイン・タイムとかサプライチェーンマ

ネジメント、こういったことは、国分さんと

か菱食さんとかは実践されておりますが、一

般的にジップや SCM というのに馴染みにく

い商品であるということも、ひとつの理由に

はなっているんだろうと思うわけです。 

市場規模というのを拡大したいと思うわけ

ですけれども、困難がつきまとう。それに加

えて「胃袋の数」も増えない。摂取する食事

エネルギーというのも、ここ 30 年間という

もの、カロリーベースでも飽和しきっている。

ようするにゼロサム社会なのです。全体を合

計すると、増えていない。ゼロになる、そう

いう社会です。ですから勝ち組企業がいると

何処かに負け組企業がいる、限られたシェア

ーを奪い合うようなビジネス、それが、いま

のフードビジネスということになっている。 

ですから、小泉内閣が言うところの「改革

なくして、成長なし」というのは、まさにこ

のフードビジネスにぴったりの言葉だという

ことにもなるわけです。ある意味、閉塞感が

充満した今の時代の経済社会の縮図というの

が、現在のフードビジネスの世界にあるのだ

ろうと思うわけです。 

 

３．構造改革をせまられる九州のフードビジ

ネス 

次に、構造改革をせまられている背景につ

いてみてゆきたいと思います。これはどうい

うところから分析したかというと、4 つ経済

社会の潮流について分析しています。 

(1)成熟社会、(2)グローバル化、(3)ハイモ

ビリティ・ハイコミュニケーション社会、(4)

循環型社会、この 4 つの経済社会のメガトレ

ンドが、九州のフードビジネスに改革をせま

っている様子というのをみていっています。 

(1) 成熟社会 

まず最初の成熟社会ですが、これは三つの

方向から分析しております。 

①人口減少社会の到来です。 

厚生労働省の外郭団体で国立社会保障人口

問題研究所というところがありますが、そこ

の推計によると、日本の人口は 2006 年をピ

ークとして 2007年からどんどん減り始める。

ですから来年がピークになるらしい。今、日

本の人口は 1 億 2 千 7 百万人ですが、2050
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年頃には 1 億 50 万人、そのあと 1 億人を割

り込んで、9 千万人、8 千万人と日本の人口

は減ってゆくことになっています。 

九州各県の人口というのをみてみると、九

州全体の人口は既に減少社会に入っておりま

す。九州・沖縄でみますと、福岡県と沖縄県

とがまだ人口は増えています。そのほか九州

六県は人口減少の社会に突入しております。

人口が減るということは、フードビジネスに

とってどういう意味があるかというと、ずば

り、胃袋が減っていく、そういう時代だとい

うことです。 

人口減少社会というのは少子高齢化をとも

ないながら、人口が減っていくということで

すから、カロリーを大量に摂取するのは 10

代から 20 代です。このあたりの人口がどん

どん減っていって、お年寄りが逆にどんどん

増えていくのですが、お年寄りはカロリー控

えめ、食事を大量にとったりはしない。です

からますます胃袋が減っていくことになる、

そういう時代に直面しているわけです。フー

ドビジネスは、今までの量をめざしたビジネ

スではなくて、これからの時代は｢質」クオリ

ティをめざした産業へと変わっていく必要が

あるということになるんだろうと思います。 

②食事形態の変化  

つぎの特徴として、食事形態が変化したと

いうことです。1960 年代までの日本人一人

が、一日あたり摂取する食事エネルギーは急

速なテンポで上昇し続けた。ところが 1970

年あたりを境目として、一人当たりの食事エ

ネルギーはほぼ横這い状況になっていきま

す。1970 年頃に何かがあった、飽和したとい

うことです。食事はそれまでの家の中で食べ

るという食事の形態から、多様化していきま

した。外部化、外で食べる、あるいは簡便化、

簡単に食べるという風に変わると、同時に日

本人一人当りの摂取エネルギーも横這いにな

ってきた。これは 1970 年に変わった。1970

年に日本人の食生活が変わったということ

は、1969 年に何かがあったということです。 

この年、日本政府は資本の自由化戦略とい

うのを打ち出しました。それまで飲食店とい

うのは、外資系の企業は参入してはいけない、

これは国内の資本で保護してやっていくこと

になっていたのですが、1969 年にこれからは

海外の資本も入ってきて、飲食業をやっても

いいですよ、と市場を開放した。 

これが 1969 年、そして翌 1970 年大阪万博

があった時ですけれども、そのとき、ケンタ

ッキーフライドチキンが万博会場内でデモシ

ョップを出したというのが、外食元年と呼ば

れる時です。翌 1971 年には、ミスタードー

ナツ、マクドナルドなどというところの出店

が相次いできたわけです。九州の企業も黙っ

てみていたわけでなく、ロイヤルさんがロイ

ヤルホスト 1 号店を北九州市に 1971 年には

オープンしておられます。結果 1970 年とい

うのは、外食元年というように呼ばれて、そ

れまで家の中で作る食事一辺倒、内食一辺倒

研修会会場 
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だったのが、内食プラス外食の二本柱に変わ

っていったということになります。 

そして 1980 年代に入ると、内食プラス外

食に変わってきます。それに中食というのが

加わることになるわけです。弁当や惣菜など

のテイクアウト部門の調理済み食品を買って

食べるという食事形態ですが、九州企業でも、

もともとは佐世保出身で福岡に本社がありま

すけれども、クレラスさんが持ち帰り弁当の

売上高、年間 1 千億円を超えるところまで成

長してこられました。業界 No.1 企業という

ことになっております。 

そして、現在の私たちの食事の形態は、全

体を 10 とすると、内食が 7、外食が 2、そし

て中食が 1 という、7：2：1 の割合になった

わけです。独身の男性の場合ですと、外食 5

割で中食 5 割という方が中にはおられるよう

ですが、家計調査からみると、7：2：1 ぐら

いになっております。 

外食産業というのがものすごく成長してき

たわけですけれども、ここ足元数年間だけを

みてみますと、24 時間営業のコンビニ、スー

パーといったところに押されて伸び悩みはじ

めて、外食産業も成長産業から成熟産業へと

いま変わろうとしているところであります。 

③「安心・安全・健康」志向の高まり 

成熟社会を象徴する三つ目の動きが、「安

心・安全・健康」志向の高まりというもので

す。いま大量生産、大量消費が進むなかにあ

って、食品の生産流通過程が、多階層化して

きたわけです。かつては当然のことであった

安心・安全、しかも健康な食品というのが、

市場価値を高める時代を迎えている。 

今の時代というのは、昔、価値を持たなか

ったものが、価値を持つようになりました。

いまから 20 年前に各家庭の冷蔵庫の中にミ

ネラルウオーターが入っている時代なんて信

じられなかったわけです。あるいは学校や商

店街の中に防犯監視カメラみたいなものが設

置されているという、こういう時代は誰も予

測しなかった。身の回りの安全というのは、

みんなで税金を出し合っておまわりさんが面

倒みてくれるのだ。それが通用していたのが、

セコムさんが急成長されたように、安心・安

全というのが脅かされるにつれて、そこには

またビジネスが育ってくる。このように変わ

ってきているのです。 

食べ物の場合も一緒です。安心・安全・健

康な食品というのが、市場価値を高める時代

を迎えたわ

けです。そ

ういった安

全な食を買

うために、

消費者が実

行していることの第一というのが、減農薬や

無農薬なものを買う 41.1%ということになっ

ては、いるのですが、この第二位が非常に興

味深いです。生協で買う 37.0%、アンケート

出すときに、もともと生協で買うという選択

肢は入っていなかった。 

パートさんに今度、消費者アンケートやる

ので、小さい項目入れて、パートさんがハガ

キに移し変える段階で、鳥丸部長、一項目抜

けていますよ、何でと聞きましたら、生協で

買うという項目入れなければだめ、その他の

前に、一項目、生協で買うという項目を一項

目入れておいた方がいい、生協で買うという

のを入れるのだったら、ダイエーで買うとか、

サニーで買うとか､一店舗ごとに全部の店の

名前を入れなければならない。 

と言ったら、私の家の近所には生協は無い

ですが、主婦のあいだでの生協ブランドは、

安心・安全については、相当なものがある。

したがって絶対入れておいた方がいい、それ

でその項目を入れてみたのです。選択肢が 10

いくつある中の、その他のまえに、生協で買

う、を入れた。その結果、（図Ⅰ－11）37.0%

が生協で買う、第二位です。 

奥さまグループ・インタビューをやったと
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きに､その事を聞いたのです、生協は、安心・

安全という感じがしますか、そうしたら「生

協は安心・安全なものを売っているというイ

メージはあります。」と答えられた。 

どうしてですかと聞きましたら、奥さま方

が言いますには、生協の入り口に「ハリガミ」

がときどきしてある。“何月何日～何月何日

まで当店で販売致しましたシイタケは大山町

産のものであると表示しておりましたが、実

は偽りがありました。申し訳ございません”

というようにハリガミがしてあるそうです。

内部監査の結果、こういうことが発覚しまし

た、ごめんなさいと。このハリガミを見て、

主婦の皆さん方は、ああ、生協は正直だな、

そこまで内部監査をして、誰も指摘していな

いのにもかかわらず、自らあやまりを表示す

るというのは、よっぽどきちんと安心・安全

なものを調達しているのに間違いないわよ。

と思うのだそうです。 

ですから、安心・安全が「かね」になる時

代というのは、同時に正直であることが｢お

金｣になるということです。そういう時代でも

あるのであろう思います。 

奥さま方にそれだけではなくて、いま IT

駆使してトレーサビリティシステムというの

がいわれておりますが、といいましたら、「だ

めよ、あんなの信じていたら、」というので

す。しかし一方では膨大な設備投資をしてや

っているんですから、と言ったら「だって、

産地で偽装表示をするような人達だったら、

コンピュータの中身、コンテツの中身を偽装

表示するんじゃあないの、」と奥さま方はお

っしゃるのです。HACCP なんていう、グロ

ーバルスタンダードの認証食品はお墨付きが

あるから、大丈夫でしょう、と聞いたら、「鳥

丸さん、何にも知らないのねえ、HACCP で

日本が第一番目に認証されたところ、何処だ

か、知ってますか、○○乳業っていうのよ、」

そこで話がぴたっと、とまってしまう。 

奥さま方というのは、われわれが普段、生

鮮食品買わないからなんですけれども、本当

に色々な知識を、みのもんたさんなどから、

吸収しているというのがあるんだなあと、び

っくりした次第です。 

 

(2)グローバル化 

①輸入加工品の急増 

フードビジネスに変革をせまる二つ目の背

景はグローバル化であります。2002 年度の日

本の食料自給率は 40％で、1960 年代におい

ては 80％ぐらいあったそうです。それが半分

にまで低下してくる。食料自給率を都道府県

別にみると、面白いです。 

九州が食料供給基地であることを誇ってき

たから、100％をいく県がいくつかあるであ

ろうと、思うのですが、カロリーベースでみ

ると、100％をいっている県は、佐賀県しか

ないのです。カロリーベースで判断すると、

米どころでありながら、人口の少ないところ､

食料自給率が高まるということで、佐賀県で

すけれども、福岡県の食料自給率というのは、

22%ぐらいしかない。ですから、「食の安全

保障」という意味もありますので、食料自給

率を福岡あたりでも高めていく必要があるん

であろうと思います。 

食料自給率の低いところがもっとあります

ので、心配する必要はないですが、神奈川県

の食料自給率はたったの 3％なのです。大阪

府は 2％です、東京都は実に 1％です。 

東京都知事がどうして九州の先っぽの無駄

ところに新幹線など造ったりするんだ、採算

あわんだろう、われわれが稼いだかねを、あ

んな田舎に回すんだ。今度、都知事がそのよ

うな事をいったとき、地方は連携して食料封

鎖をする。そうしたら、東京都はもたない。

1%しかないわけですから、その分交付税で回

せと要求する。 

フードビジネスが九州のビジネスで活発に

なればなるほど、地方交付税が再び増えてい

く、そういう良い循環をめざすためにも、フ
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ードビジネスの振興は必要である。 

そういった食料自給率の低下は、一般にい

われているのは、輸入食料品が増えたから、

だから食料自給率が減ったのでしょうといわ

れた。事実、統計をみると、1980 年代に急速

に輸入食料品が増えてきて、どんどん自給率

が低下していったわけですけれども、意外に

も 1990 年代以降というのは、輸入食料品の

伸び率というのはちょっと、鈍化するような

形になってきている。 

しかしながら、問題なのは、1980 年代とい

うのは、素材が大量に入ってきている。90 年

代の特徴というのは、素材はそれほどでもな

いが、加工食品が大量に入ってくるようにな

った。これが問題なのでしょうが、ようする

に、付加価値の高い分野というのが、国内で

作られるのではなくて、もうアジア各国で作

って、付加価値が高められた状態で日本に入

ってきている。そういうことが問題になると

思います。 

図Ⅰ－17 に肉類、魚介類関連輸入数量の推

移でかかげられています。これを見ますと、

1995 年を 100 としたとき、それぞれがほと

んど横這いなのに、農産加工品、水産加工品

というのは、やはり右肩上がりで増えている。

これは穀物や果実、野菜とも素材の伸び率は

それほどでもないのに、加工品はどんどん伸

びている、というところにその特徴があるん

だろうと思います。 

一般に産業空洞化といったとき、ハイテク

産業が九州からアジアにシフトしてゆくとい

うことが、心配されているわけです。ところ

がハイテク産業の分野はサーズの問題があっ

たり、反日運動の問題があったりして、リス

ク分散をして、日本へ製造業が回帰をしてき

ている。ですからハイテク産業の空洞化とい

うのは、あまり心配することはないのですが、

一番空洞化が進んでいるのが、食料品加工業

の分野で、そしてアジア各国で付加価値を付

けて、日本に入ってきている。日本の食品加

工業というのが少しづつ、空洞化していって

いるというところが懸念されるわけです。 

 

②FTA 交渉が迫る農業開国 

さらに、輸入品が一段と増えていくという

懸念がもたれているけれども、これは FTA が

進捗することによって、不安は高まっていま

す。昨年 2004 年から自由貿易協定をアジア

各国と結ぼうという動きが活発化してきまし

た。タイ・フィリピン・マレーシア・韓国。

シンガポールとは既に締結していますけれど

も、フィリピンとも基本合意に達していると

ころです。自由貿易協定というのは、本来は、

貿易に関する約束事というのは、世界が一つ

になってやることなのですが、なかなかうま

く進まないので、二国間だけで自由貿易協定

を結びましょう、ということで話し合いが進

められているのです。 

アジア各国に日本政府が要求するのです。

半導体や自動車、それを低い税率で受け入れ
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て下さい。そうすると、日本は栄えるという

ことを要求するのです。そうすると、アジア

各国は当然、見返りを要求してきます。よし、

わかった、その代わりに、日本も労働市場を

開放しなさい、そして、食料をもっと輸入し

なさい。と要求してくるわけです。 

農業開国をしなさい、といってきているの

です。日本は農業鎖国をしているわけではな

くて、ほとんど輸入出来ない農産物はない状

況になっているけれども、しかし関税率を

200%、300%かかっていますから、非常に高

いから率を下げなさいと要求されているので

す。 

小泉政権で、もし、経済対策で、うまくや

ったなあという政策を、ひとつ挙げよとすれ

ば、それは中川さんを経済産業省担当大臣に

決めたということです。中川さんというのは、

農林・水産ばたで、ずうっときた人です。そ

の人を経済産業省の担当大臣にすえている。

この人事だけは、小泉さんのいろいろな政策

の中で、たったひとつ成功させた FTA 対策で

す。農業の実情が分かった人に、経済産業担

当大臣をまかせた。農業と製造業とが一体的

に発展していけるような人事を行った。これ

だけは評価できるといえるのではと思いま

す。 

こういった FTA がどんどん進展してくる

わけですが、この事を、困った問題だと捉え

るばかりですと進歩はない。グローバル化と

いうのは、むしろピンチではなくてチャンス

なんだというふうに、捉える必要もあると思

います。 

 

③海外への農業技術移転 

鹿児島県鹿屋市に南九州資材という会社が

あります、そこの社長さんは 10 年前、中国

に出かけていって、ゴボウの生産を始められ

たそうです。10 年前、ゴボウを作り始めたと

きは、日本に輸出できるような物はなかなか

できなかったそうです。やはり、土づくりか

ら始めなければいけない、3 年経ち、5 年経

ちなんとか日本に出せるけれども、日本では

安全・安心志向が強いから、有機無農薬栽培

のゴボウをつくらねばならない。それから、

もう 5 年間努力をして、いまは、有機無農薬

のゴボウを日本に輸出するようになった。今

年の秋には有機 JAS の認証を受けて、中国か

ら堂々と、有機無農薬ゴボウを日本に輸出す

るという計画をたてておられます。 

また佐世保市にニューアグリーネットワー

クというベンチャー企業があります。社長さ

んの実家というのが、ケーキ屋さんをしてい

て、そのケーキ屋の手伝いをしていて、ケー

キを売るわけですが、お客さんから苦情がく

るのだそうです。お宅のケーキは上に乗っか

っている、イチゴはおいしいときは、おいし

いのだけど、まずいときは、まずくて食えな

い、一年中安心しておいしいイチゴ乗せるよ

うにできないの、やたら苦情がきた。社長さ

ん一生懸命考えて、一年中おいしいイチゴを

のせるためには、どうしたらいいんだろう、

通年でおいしいイチゴをつくるには、南半球

でも作る必要がある。オーストラリアに出て

いって、現地指導をし、イチゴを作って日本

に大量に仕入れる。そして日本中のあらゆる

ケーキ屋さんに、そのイチゴを販売しておら

れるということで、成功した事例があります。 

グローバル化というものを、ピンチだ、ピ

ンチだと言っていても、何も生まれない。グ

ローバル化はビジネスチャンスを生むのだ、

と考えることが大切であると思います。 
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(3) ハイモビリティ・ハイコミュニケーショ

ン社会 

フードビジネスに改革をせまる、三つ目の

潮流は、ハイモビリティ・ハイコミュニケー

ション社会がやってきた、ということです。 

①高速交通体系の整備で広域化する食品流通 

高速交通体系が整備されることを、ハイモ

ビリティ社会というふうにいいます。そして

高度情報通信社会がおとづれることをハイコ

ミュニケーション社会、IT 社会というわけで

す。高速交通体系が整備されることによって、

食品流通はきわめて広域化していったわけで

す。九州で作られた野菜の一番の出荷先は何

処かといいますと、誰もが、なんぼ大阪や東

京に出荷されているといっても、九州でとれ

た野菜の一番の消費地は、やはり九州でしょ

う、と思うのですが、いや、一番の出荷先は

関西ということです。その次が九州、三番目

が関東です。高速交通体系と高度通信体系の

基盤を積極的に活用した物流システムが、急

速に高率化、広域化、高度化されたことが、

大きく貢献しているのだろうと、思います。 

②食料品水平分業時代到来の可能性 

そして、ハイモビリティ社会の到来という

のは、保冷技術の向上と相まって、鮮度、品

質を一定に保ったまま、広域出荷することを

可能としているわけです。 

国内で広域流通が可能となる一方、海外か

ら入ってくるばかりではなくて、国境を越え

て輸出しようとする動きもここ数年みられる

ようになりました。特にそれを刺激したのが、 

一昨年 11 月 7 日にオープンした、「上海

スーパーエクスプレス」というものです。住

友商事、日本通運、商船三井、そして上組の

4 社は、合弁で「上海スーパーエクスプレス」

名前がかっこいい、略して（SSE）ですが、

新しい海運会社を設立されました。博多と上

海を 26.5 時間で結ぶ高速 RORO 船（貨物専

用船）の定期航路を就航させておられる。リ

ードタイムを大幅に短縮すると同時に、コス

トも抑制できるということになっているわけ

で、輸入品としては、衣料品、生鮮食料品を

向こうから運んでくるのですが、上海あたり

の高額所得者層にむけた九州発の高級安全食

材を、いまのところはサンプル出荷（テスト

マーケティング）を始め、今後、安定的に出

荷できる日もそう遠くではないと思われま

す。 

アジアの物流網の整備は、いままで日本に

一方的に食品輸出するという、ワンウエイ型

であったものを、双方向交流へと変えていく

時代をむかえ、フードビジネスも国際水平分

業の時代になっていくものと思います。いま

までの産業構造の貿易の形態というのは、ど

ちらかというと水平分業ではなくて、垂直分

業で、素材を日本で作ってそれをアジアで加

工して、それを最終商品にまた日本で組立て

る、これが垂直分業です。これに対して、日

本からドイツに自動車が輸出される、ドイツ

から日本に自動車が輸出される、同じ自動車

と自動車という完成品同士が輸出されあう、

これを水平分業時代といいます。 

フードの世界でも、アジアとの間で水平分

業という時代が近いうちに訪れるのではない

か、その時、安いもので済ませたいというも

のが、アジアから大量に入ってくる。だけど

高級で付加価値の高いものというのは、やは

り日本で丁寧に作られたものがいいよね、と

アジアの人達がそう思うようなものを作って

いくというのが、日本農業の生きる道という

ことになるのではないかと思うわけです。 

一方、ハイコミュニケーション社会が訪れ

たことによって、産地のほうも IT 武装を始

めています。日本気象協会九州支社というの

があるのですが、そちらでは、面白いビジネ

スをされておられます。産地に対して、お宅

と同じ作物をつくっている敵地の気象予報を

お届けします。 

いままで産地が必要とする気象情報という

のは、自分とこの気象が短期的に、あるいは
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中期的に、長期的にみると、どうなるかの気

象情報を必要としていた。いまは、当たり前

になっていて、自分のところで作っている作

物と同じものを作っているところと、たとえ

ば、鹿児島のお茶の産地と今年の静岡のお茶

の産地の出来ぐあいはどうなの、というよう

に天候状況をスパイしてもらって、そしてそ

の情報を買い取って、というようなビジネス

を進めているところもあります。 

また、この IT 社会というのは、日本中至

る所にいろんな市場、市場がありますが、か

つては、あちらの市場に出した方が高値で取

引きされているよと、そちらのほうへ向かっ

ていきましたが、IT が普及したことによっ

て、そういった情報が全国に瞬時にして伝わ

るということで、全国の市場間の 取引価格が

平準化してくるという状況が、最近見られる

ようになってきています。 

 

(4) 循環型社会 

①遅れる食品リサイクルへの対応 

循環型社会というもので、2001 年 5 月食

品リサイクル法というのが、施行されて、

2007 年度までにゴミの排出量の 20%を再利

用する、リサイクルしなくてはいけません、

となっているわけです。企業さんにアンケー

トして、なぜうまくいかないのか、例えば、

外食産業は日替わりメニューなのですね、日

替わりメニューだと、出てくる残渣も日替わ

りメニューなのです。そうすると、肥料、飼

料というのが安定しにくいということがあっ

て、有機無農薬栽培なさっている農家の皆さ

んがたも、なかなか使いづらいところがある

わけです。このあたりをどう改善していくか

が、これからの課題ということになるのであ

ろうと思います。  

②規制強化で緒についたモーダルシフト 

また、循環型社会を広く考えると、地球環

境問題ということになるわけですが、トラッ

クの速度規制の問題であったり、首都圏での

ディーゼル規制、廃ガス規制の問題であった

りして、トラックから鉄道へのモーダルシフ

トというのが、最近はようやく進展しはじめ

るようになったわけです。 

今後は大量輸送に向いたコンテナー貨物輸

送がどこまで発展するのか、大きなカギを握

っているわけですが、九州でもランテックさ

んあたりを見ていますと、コンテナーを自社

開発されて、それに GPS をつけて、そして

コンテナーの中の食材を温度管理を遠隔操作

できるようにするという技術開発も進められ

ている。このあたりもこれからどんどん普及

していくのではないかと思います。 

 

４．フードビジネスからフードアイランドへ 

ここでは、第一章のまとめと問題の提起を

行っています。 

 

(1)｢システム｣を欠くフードビジネスと外食産業 

・産業とはビジネスの束であり、そしてさま

ざまな主体が民間主導。行政というのは、支

援する側、サポーター役について、民間企業

同士が相互に刺激を与え合いながら、技術革

新を生んで、多くのサクセスストーリーが生

まれていく、それが、産業というものであろ

う。しかしながら「フード」の場合は、各主

体が個別に利益を追求するばかりで、川上か

ら川下まで一体化された「システム」がなか

なかできていない、というのが現状ではない

か。 

・ところが、フードビジネスの中にあっても、

産業と呼ばれるようになった分野がある。そ

れは何かというと、「外食産業」です。この

外食産業というものと、飲食店とどう違うの

か、考えてみることは非常に価値のあること

だろうと思います。「外食産業」が飲食店と

異なるのは 4 つあります。ひとつは資本力が

ある、二つ目が、素材の調達、川上から店舗

での販売・サービス、川下まで食材の流れを

システムとして、構築している。三つ目は、
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消費者の食の外部化あるいは簡便化、食の個

食化、そういった消費者のニーズにタイムリ

ーに外食産業は応えた。四つ目の特徴は自由

化というのをピンチではなくて、チャンスな

んだと、攻められるばかりでなくて、攻めて

いくことができるのだと、発想を変えたとこ

ろが大きな特徴になっているのだろうと思い

ます。 

 

(2)｢戦略性」をもったフードアイランドへ 

・規制の緩和と外資の導入という圧力がビジ

ネスチャンスをもたらして、そのチャンスに

対して、戦略を練って実行した飲食店が、飲

食店から外食産業へと脱皮していったのであ

ろうと思うわけです。 

・そこで、いまのフードビジネスが学ぶべき

点を外食産業は提示していると思いますが、

フードビジネスにはもう一つの問題点を抱え

ております。これも申し上げましたが、フー

ドビジネスを所管するのは、産地のほうは農

林水産省であり、ところが食品加工から、川

下のほうというのは、経済産業省が所管する。 

 農林水産省は産地を保護してきたのです、

農業保護政策です。経済産業省（旧通産省）

は自動車産業や半導体産業を保護してきた。

両省とも保護政策をとってきた、しかし保護

の中味が違ったのです。通産省がやってきた

保護の中味というのは、いつかは国際競争力

をつけて打って出ていくために、いまは保護

するのだ、だから海外から入ってくる自動車

だとか半導体だとかの製品はある程度カット

して高い税率かけて、保護をする間に自国の

技術力を高めていった。そしていけるとなっ

た段階で、自由化をして、対等にわたりあっ

ていくという状況を作っていった。 

 ところが、農林水産省の保護政策というの

は、守って、守って守りぬく、最後の最後ま

で守り抜く、というための保護政策だった。

それでは技術革新は生まれない。そうすると、

川上の保護政策と川下の保護政策と加工から

川下のほうの自由化政策とは、当然ミスマッ

チが生じてくる。保護されたところでは、高

いものしか供給されないわけです。過保護だ

から、そうすると食品加工業というのは、外

資が押し寄せてくるわけで、それに対抗して

いくためには、安い食材を調達しなければい

けない。それにはアジア各国から安いものを

仕入れて、国際競争力つけていかないと食べ

ていけない。当然のことをやったのです。そ

うこうするうちに、川上のほうはいつまでた

っても、高いものしか作れない、消費者のニ

ーズに合ったものが作れない。川中から川下

はどんどん自由化していって、外資系とやり

あって行く、競争力をつけてそういう状況が

長らく続いたわけです。 

 川上の保護政策と川下の自由化政策がミス

マッチを生じ、重層的なネットワークの経済

性を充分発揮出来なくなってしまったわけで

す。そして消費者により近い立場の川下は、

安価で大量調達が可能な輸入食料品に頼るよ

うになった。 

 その結果、なにが起きたかというと、BSE

や鳥インフルエンザが海外で起きた、対岸の

火事と思っていたのが、国内にも入ってくる。

これはグローバル社会の怖いところですが、

非常に戸惑う状況を招いたわけです。 

・産地の方では、イノベーションはいつまで

経っても進まない。食ビジネス全体を川上か

ら川下までも束ねる戦略みたいなものが、今

の時代どうしても必要なのではないか。農林

水産省と経済産業省の政策が整合性を保つま

で、待っていたら、話は前に進まない。 

 九州産業経済局が九州経済全体活性化懇談

会を、昨年度末から今年度つい先日まで開催

していまして、私もメンバーのひとりですが、

驚いたのです。九州産業経済局長が座長をし

ているのですが、オブザーバーの席に九州農

政局の局長さん、運輸局の局長が座っている

んです。そこで発言をしている。マスコミが

その風景をみて、日本初の風景だと、国の出
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先の局長同士が、同じ場面で議論し合ってい

ることは、日本で初めてだ、そのくらい中央

省庁の縦割り行政がものすごく激しいものが

あります。 

 いま少しづつ、九州というのは、九州経済

活性化懇談会は自動車産業とか半導体産業の

話で、荷役の問題となると、博多港と北九州

港の問題になり、私の場合は食料供給基地を

なんとかしてくれ、といって、マザー工場、

マザー工場というが九州の農場というのは、

うまくやることによってマザーファームにな

って、アジアの農業に技術移転していく母農

場になれるのだから、もっと気合をいれてや

って欲しい。 

 港の問題にしても､博多港、北九州港だけで

なく､ №3 の港というのは､配合飼料を大量

に輸入している志布志港というところがあっ

て、そういったところへコンテナー船が入っ

てきて、空になったコンテナーを、どう利用

しようかというので、志布志港から北上して

宮崎の細島あたりで、旭化成さんの輸出品を

詰め込んだり、もっと北上して、大分港でキ

ャノンさんのデジカメを積んだりして、それ

でアメリカへ帰ってもらう。 

 そういった港間の接続を一生懸命やってい

るのだから、博多港、北九州港、福岡空港、

北九州空港の問題だけでなく、九州の空の港、

海の港、トータルで考えてもらって、シリコ

ン・アイランド、カーアイランド、そしてフ

ードアイランドというように、三つの三本柱

で考えていくべきだと、盛んに言ったのです。 

 九州農政局長は鳥丸さんの言うとおりだ

と、合意してくだされましたので、今からの

時代、少しづづ中央省庁の取組みも変わって

くるのではないかなと思います。 

 

第Ⅱ章 

 フードアイランド九州の形成に向けて 

そこで、戦略を描いてみなければいけない

ということで、戦略編に入っていくわけです。

ここでは、四つの視点で戦略を描いています。 

高度化戦略、需要開拓戦略、他業種参入戦

略、観光・集客・余暇産業との一体化戦略 

これらについて、各々ふたつの施策で構成

されております。この施策も賛否両論もあり、

議論のタタキ台にして頂ければいいのです

が、・・・ 

 

1．高度化戦略 

(1)産地から消費者までの一貫流通システム

の構築 

フードビジネスを構成する川上から川下ま

で、一貫した取組みというものは、あまりな

されていない。しかも、川上は川上でよかれ

と思う事をやって、川中は川中でよかれと思

う事、川下は川下でと、それぞれ一生懸命や

ればやるほど、お互いの連携が弱くなる。こ

ういった状況を「合成の誤謬」といいます。 

日本経済がうまくいかないのは、消費者は

消費者で正しいことをやる、賃金が増えない

ので、とにかく消費を抑えて貯蓄に回そうと

する。将来が不安だと、年金問題など分から

ないから、消費を削る。消費を削ると販売額

が減っていく、供給サイドに悪い影響を与え

ることになる。けれども消費者は正しい行動

をとっている。 

企業のほうは、企業のほうでコストを削減

しなければ、明日を生きていけない。という

ので、人件費をカットして抑制して生きてい

る。そうして人件費を抑えると、消費購買力

が低下しますから、最終的には自分のクビを

絞めてしまうことになりますが、明日を生き

る為には、人件費を抑えなければいけないと、 

コスト削減をやるわけです。これも正しい

行動なのです。 

消費者と企業というのか、両方の政策がう

まくかみ合わないときは、本来政府が出てく

る。これはこのまま放っておくと、とんでも

ないことになるので、公共事業をばらまいて

有効需要を増やしましょうということを、い
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ままでずうっとやってきた。その公共事業の

ばらまきをするだけの財政力がなくなってき

た。政府のほうも、公共事業の発注をどんど

ん減らしていく、これも正しい行動です。 

政府と企業と消費者がそれぞれ正しい事を

やればやるほど、お互いのクビを絞めあうこ

とになって、閉塞感が高まっていく。 

フードビジネスのなかでも、産地は産地で

よかれ、川中は川中でよかれ、川下は川下で

よかれ、ということを、それなりに一生懸命

やればやるほど、全体のフードビジネス市場

というのは実は小さくなっていく。 

そういった状況にあるとき、どうすればい

いか。最新の経営学のテキストは教えます。

「合成の誤謬」が発生しているときは、「サ

プライチェーン・マネジメント」を実施しな

さい。と教えているのです。それは川上から

川下にいたるフードシステムを一元的に管理

しなさい。川上だけが最適な状況を追求する

のではなく、チョット損をしてもいい、川中

や川下が最適になるのでなくて、チョット損

をしてもいい、お互いがチョット損をしても

いい状況を作ってやると、実は全体がうまく

いくんだ。部分最適ではなくて、「全体最適」

の状況を IT を使ってやりなさいということ

です。 

この IT を使ってサプライチェーン・マネ

ジメントを国分さんとか菱食さんが少しずつ

システムを組んでおられるところです。資本

力のあるところは、どんどんそれを推し進め

ていかれればいいと思うのですが、九州の中

小企業でフードビジネスに携わっているとこ

ろというのは、そのサプライチェーン・マネ

ジメントに、参入するための設備投資を工面

するだけでも、大変な部分があります。 

そういったところは、どうすればいいのか

といいますと、必ずしも IT に頼らない、身

の丈に合った一貫流通システムというのを構

築する必要があると思います。 

何処が、そんなことやっているの、いうの

ですが、あります。熊本市に本社がある「テ

ィア」というところです。有機無農薬の食材

を使った家庭料理をビュッフェスタイルで提

供している飲食店ですが、「ティア」という

ところが普通の飲食店と、どう違うかといい

ますと、ここは契約農家から持ち込まれた有

機食材、その日の入荷状況に応じて、メニュ

ーを決めるのです。普通の飲食店はまずメニ

ューがあって、メニューに合わせて食材をい

れるわけなのですが、「ティア」の場合はそ

の日、持ってこられた食材をみて、今日のメ

ニューはこれで行こうと決める。 

だからどうしても、イキングスタイル、ビ

ュフェスタイルでしか提供しにくいという特

徴がある。それから、いままでは流通側の論

理で廃棄されていた不揃いの野菜も積極的に

利用しておられます。 

また、家庭料理の味力というのを、なるべ

く提供しようとして、熊本は熊本、長崎は長

崎、福岡は福岡、広島は広島とそれぞれ味覚

が違う。その地域の味覚に合う味付けをして

いる、という特徴があります。その結果、安

くて安全な旬の食材を加工することが可能と

なって、消費者の支持を得ることに成功した

のです。 

農家にとっては、買取りを保障してくれま

すから、安心して有機無農薬栽培ができると

いうことで、産地の生産意欲を高めるのにも、

成功しているという実例があります。非常に

コンパクトなそれぞれの地域での地産地消の

モデルを展開していくというビジネスをなさ

っておられます。 
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(2)異能集団とのＲ＆Ｄで付加価値倍増 

高度化戦略の二つ目の施策は、異能集団と

の研究開発で付加価値を倍増させようという

ものです。フードビジネスのなかにも、研究

開発（R&D）を一生懸命なさっておられると

ころが、たくさんあります。鹿児島県福山町

に坂元醸造という天然黒酢を作っているとこ

ろがありますが、私の高校のときの同級生が

社長をやっていますが、自社で裏庭に研究室

を作って、そこで産学連携で自社製品を徹底

分析している、天然黒酢が血液サラサラにな

る効果があるということを、九大の医学部か

らお墨付きをもらって、発掘あるある大辞典

でみのもんたさんから褒められているのは、

わかっているのですが､何で天然黒酢ができ

るのか、わからないというのです。薩摩焼の

ツボの壁の中で微生物が行ったり来たりし

て、発酵しているが、何故発酵して、ちょっ

と場所を変えただけで天然黒酢ができない、

日照時間や気温とか気象状況によって出来る

のでしょうが、よくわからないから研究開発

やっているのだ。 

あるいは、福岡県にある「はっちゃん堂」、

冷凍たこ焼き製造機、日本一ですけれども、

冷凍たこ焼き製造機械というのを、大量生産

する機械どこかで作ってくれといっても、作

ってくれるプラント屋さんはないですよね、

ですから自社内で研究開発部門を設けて、製

造装置を自社開発しておられます。あるいは、

大分市に「ファインドニューズ」というベン

チャー企業がありますが、バジルペーストを

年間 1 億円以上売上げている企業です。ハー

ブ専門の食材製造会社ですけれども、そのあ

たりも、公設研究機関との共同研究開発とい

うのを、一生懸命なさっておられます。ラー

メン店で知られる「一風堂」の力のもとカン

パニーなども、テストキッチンで製麺技術の

研究をなさっておられる。 

九州のフードビジネスのなかにも、研究開

発に熱心な企業さんが存在するわけですが、

一般論としてフードビジネスの研究投資額と

いうのは、少ないのが現状です。（表Ⅱ－１）

に産業別研究費の内訳がのってお

ります。このなかで、売上高に対

する研究費の割合をみると、全産

業で 3.29%、製造業 4.03%､食品

工業 0.96%、であり研究費が非常

に少ないのが現状です。 

フードビジネスの研究費が少な

い、では何処にお金を掛けている

かといいますと、（表Ⅱ－２）広

告宣伝費をみてみると、営業費用

に占める広告宣伝費、全産業は

0.8%、フードビジネスは 0.9%を

広告宣伝費に回している。なかで

も、飲食店は 1.9%を広告宣伝費に

まわしているということですか

ら、将来よりもとりあえず、明日

の売上高のほうが気になってしょ

うがない、ということだろうと思

います。皆様方のなかにはテレビ
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でスポット CMを打たれるところがあると思

いますが、東京で日曜日にＣＭを出しはじめ

ると、火曜日あたりから、急に入店者数が増

えてくる。そしてその状態が土曜日まで続い

て、その CM をやめた瞬間、客足がぴたっと

止まる。CM 効果というのが、フードビジネ

スの中で、非常に大きな割合を占めますので、

広告代理店にとっては、最優良クライアント

がフードビジネス業界ということになってい

るわけです。 

しかしながら、いままでの量ではなく、こ

れからは質を目指さなければいけない。こう

いう時代にあっては、研究開発を行うことで、

付加価値を高めてやるという戦略がどうして

も必要になってきます。この研究開発、誰と

一緒にしたらいいの、(表Ⅱ－３)これを見た

のが、研究開発への取組み状況である。増収

増益企業と減収減益企業にわけてみてみる

と、研究開発を既に実施している企業のなか

で、増収増益企業は、自社内での研究開発、

取引先との共同研究開発がともに 38.5％、一

方減収減益企業は自社内での研究開発が

46.7%、どちらかというと、増収増益企業は

外との共同研究開発をやっている。 

つぎに、研究開発に関心ありのなかで、増

収増益企業は 30.8%が異業種の他社との共同

研究開発、あるいは食品関連の大学・試験研

究機関との共同研究開発に関心があり、とし

ているのに対し、減収減益企業は 30.0%が取

引先企業との共同研究開発に意欲を示してい

る。 

勝ち組企業というのは、よその異なった能

力をもった企業、集団との共同研究したい、

他流試合をしたい、と思っているわけです。

他業態や異業種や大学、試験研究機関といっ

た異能能力をもった組織や経営体と共同研究

できる仕組みづくりというのが、高度化戦略

になっていくのだろうと思います。 

資金、人材面で劣る中小企業にとっては、

各県の公設研究機関や TLO（技術移転機関）

このあたりと一体となった研究をやっていく

必要があるのではないかなと思うわけです。 

 

２．需要開拓戦略 

(1)ビジネスモデルとしての地産地消の移輸出 

その地域でとれたものを、その地域で消費

する、地産地消のスローガンでありますが、

非常に美しい響きを持っているわけです。理

念を示すだけでなく、古くて新しいビジネス

モデルも提供しているのだろうと思います。 

各地域でできた技術、あるいは肥料、飼料

そしてその地域の労働力、資金を用いて地産

地消されるならば、豊かな地域社会というの

が、循環型でできてゆくことになるわけで、

従来は地産地消でコンパクトに成功すると、

如何にして広域的に販売しようか、大量に売

っていこうか、こういう戦略を一生懸命考え

ていたわけです。それでやっていける体力の

あるところはいいのですが、大量に売ってい

こうとすると、ライバルが沢山いるわけです。

国内のライバルだけでなく、海外のライバル

もいるのです。であるならば、地産地消とい

うビジネスモデルを各地にチェーン展開して

いく。例えば、ティアがやったように、その

地域でしか通用しないビジネスモデル、それ

をマイナーチェンジして別の地域で地産地消

を展開していくというビジネスモデルという

のもあっていいのではないか、ということを

提言しているのです。 
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(2)産地と消費者のパートナーシップ構築 

地産地消ということばは、非常に心地良い

響きなのですが、見方を変えると、これは産

地のエゴです。何故かといいますと、その地

域でできたものをその地域で買いなさいとい

っているわけですから、プロダクトアウトの

考え方です。昔の家電製品のカタログを開く

と、メーカー希望小売価格 79,800 円と書い

てある、メーカーとしてはこの価格で売りた

いのだ、小売業が勝手にディスカウントしよ

うがかまわないけれども、メーカー側として

は 79,800 円の 6 割は必ず貰うからと、メー

カー希望小売価格と 20 年ぐらい前は、はっ

きり書いてあった。今はそんなパンフレット

は少なくなりました。家電製品のパンフレッ

トを開けると、オープン価格となっている。

ヤマダ電器さん、とりあえずうちの商品を売

ってください。そして売ってくれたお金のう

ちの 6 割はメーカーに戻して下さい。 

お客に近いところが、価格を決定するよう

に変わってきた。物づくり中心社会からサー

ビス中心社会へと、時代はこの 10 年間で劇

的に変わったのです。そういう時代にあって

は、地産地消でなくて、むしろ地消地産、そ

の地域で消費されるものは、すこしでも多く

その地域で生産しましょう、と発想を変えて

いくことも、大切なことではないかと思うわ

けです。 

そして地消地産を推進するためには生産者

がなるべく消費者に擦り寄っていって、消費

者が何を望んでいるのかを知らなくてはいけ

ない。流通業者さんが、消費者がこんなもの

を望んでいるのだから、こういうものを作っ

てよ、といっても産地の人達はピンとこない。

というところがあるわけです。セールスファ

ーマーとかセールスフィッシャーマンとかを

育てて、産直コーナーには産地の人に立って

もらう。そして、自分が作ったものをセール

スして貰う。そして消費者が何を望んでいる

のかを、きちんと知ってもらう、プロダクト

アウトからマーケティングインへと発想を変

えていく必要があるのではないかと思いま

す。 

マーケティングインをやっていきますと、

どうしてもマーケティングが必要になってき

ます。マーケティングをする上では、九州の

中の福岡市という都市機能を活用する必要が

あると思います。それは何故かというと、福

岡市は支店経済なんです。東京本社に勤めて

いる人達が沢山福岡支店や九州支社に勤めて

いるわけです。大消費地東京に「舌」味覚を

持った人達が単身赴任してきていますから、

この人達をテストマーケットすることはとて

も大切なことです。6 対 4 の割合で全国デビ

ューをはたした薩摩白波がありますが、あれ

は、博多でテストマーケティングしてから東

京デビューをしています。それ以外でも、辛

し明太子というのも 30 年前に岡山から博多

駅まで新幹線が延伸してきたときに、博多で

働いていた人達が、味覚を東京の方へどんど

ん伝えていったというのがあります。長崎ち

ゃんぽんのリンガーハットとか、博多らーめ

んの一風堂、関アジ、関サバなどいずれも福

岡を踏み台として、東京デビューをはたした。

福岡の都市機能、支店経済機能をフルに活用

する必要があるのだろうと思います。 

 

３．他業種参入戦略 

業際を越えた相互参入と規制緩和 

企業が農業へもっと積極的に進めましょう

ということをいっております。 

農地法なども改正されて、株式会社の農業

への参入は認められてきたわけですが、まだ

まだ規制や垣根が高いというところがありま

す。株式を勝手に転売してはいけないだとか、

経営者の中に半分以上は実際に農業をやって

いないといけないとか、いろんな制約が大き

いのですが、規制を少しずつ撤廃してゆく必

要があると思います。 

鹿児島県大口市というところでは、大口酒
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造というところが、芋焼酎を造っているので

すが、一昨年から昨年にかけて芋が足りなか

った。 

困っている、農家の方は、後継者はいない

し、高齢化していって、芋を作る担い手がい

なくなって、耕作放棄地がどんどん増えてき

てしまう。建設業は建設業で地元の大口市の

公共事業がどんどん減って困っている。だっ

たら、建設業者が耕作放棄地でサツマイモを

作って、「こがねせんがん」を作って、大口

酒造に納品すれば、うまくいくのではないか

ということで、「からいも特区」というのを

利用して、特区でやってみた。生産したとこ

ろ、大口酒造さんの半日分の生産量しか作れ

なかったそうですが、それでも三者困ってい

るところを、同時に解決するということが出

来ているということです。 

他業種参入戦略というものを、もっと進め

ていく必要があるかと思います。 

 

４．観光・集客・余暇産業との一体化戦略 

最後には、「食のエンターテイメント性」

を生かした観光・集客・余暇産業との一体化

戦略というものです。このあたりも、ラーメ

ンスタジアムの成功事例を見てみますと、ラ

ーメンスタジアムに並んでいる人達というの

は、食事をする為に並んでいるのではなく、

食というもののエンターテイメント性、見せ

る食というものを味わいたい。そういうふう

に感じているのだろうと、思います。 

九州の観光産業とフード産業というのは実

に一体化して、展開していく必要がある。い

ままでは、「行った」・「見た」だけで、よ

そからきたお客さんに満足して帰ってもらっ

ていた。しかし、いまは物見遊山的な観光地

は流行らない。いま流行っている観光スポッ

トは、よぶこのイカ、たらまちのタケサケガ

ニ、平戸のヒラメ、うすきのフグに、下関の

フグ、柳川ウナギ、佐伯のスシ、天草の車エ

ビ等にものすごい行列ができている。「行っ

た」「見た」だけでなく、「食った」を加え

て九州はアルコールアイランド、焼酎、日本

酒、地ビール、地ワインがあって、4 大ビー

ル工場も既に立地しており、アルコールアイ

ランド、「行った」「見た」「食った」「飲

んだ」これをセットにして、売込んでいく必

要があるんだろうと思います。 

奥様グループインタビューの対象者の中に

一人、7 年前に東京から来ましたという方が

おられました。日本中の食材は東京にいたら、

全部食べられるものと思ってました。ところ

が初めて九州へ赴任してきて、驚きました。

こんなにおいしくて、新鮮なものが、豊富に

しかも安く、九州にあったなんて知りません

でした。 

東京生まれの東京育ちは九州のフードビジ

ネスの実力を、まだ知らないのです。 

このフードビジネスが更に発展していくこ

とによって、九州経済がその底力をさらに増

していくのではないかなと思います。 

以 上 
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会員が一致団結して、協会の場で問題の解決を 

－中国支部－  

6 月 22 日（水）15 時 30 分よりホテルグランヴィア広島において中国支部の定時総会が開催

された。司会進行役は事務局の中村潤吉氏（中村角㈱）が務めた。定足数の確認の後、中国支

部長の中村成朗氏（中村角㈱）が開会にあたり挨拶を行った。 

本日の総会、合同研修会の全体内容を紹介の後、支部長が議長となり議案の審議を行った。

①平成 16 年度事業報告に関する件②平成 16 年度決算報告に関する件を一括して事務局が報告

説明し、会計監査報告を森 泰憲氏（国分㈱）が行った。決算報告について議長が補足説明を

行った。 

総 会 会 場 

 

議長が意見、質問等を促したが特になく拍手で可決承認された。 

次に③役員改選に関する件を審議。議長は現状の役員体制の説明と役員選任についての規約

上の確認を行った後、互選に入り意見を募ったが、現役員体制全員留任の意見でまとまり、議

長が拍手で承認を求め可決された。支部長 中村成朗氏（中村角㈱）、副支部長兼幹事 大岡泫

太郎氏（藤徳物産㈱）、副支部長兼幹事 豊田直之氏（㈱桑宗）、副支部長兼幹事 村上 尚氏

（西中国国分㈱）、会計監事 秋山隆司氏（国分㈱中国支社）、幹事 小野雅彦氏（伊藤忠食品

㈱）、前川恭廣氏（明治屋商事㈱）。④平成 17 年度事業計画案に関する件と⑤平成 17 年度収

支予算案については関連議案として一括して説明し拍手で承認された。 

以上全ての議案が原案通り承認されて総会は閉会となり、続いて 16 時 10 分より賛助会員の

参加を得て合同研修会を開催した。 

開会にあたり、中村支部長は挨拶し、賛助会員に対し日頃のご協力に対し感謝すると述べた

後次のように述べた。「私共の食品卸業界の置かれている立場は、ますます厳しい状況の中に

あると考える。そうした中で公益法人としての日食協が担う事柄はますます重要になると認識

している。公益法人としてやるべき問題はたくさんあろうかと思う。課題としては、例えば小

売業界はチェーン店の台頭により寡占化が進み、巷間言われるのはいわゆる優越的地位の濫用

問題等々がある。こうした問題は協会で対処し、協会で皆が力を合せて対処していく事が必要。

他方、環境問題等につきましても協会に期待されるところが大きい。ゴミ問題や京都議定書の

CO2の削減問題とか業界に対する国の要請もこれからますます強まってくるものと思われるの
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で、こうした中で当協会がどのように対処した方が個々の会員にとって良い事か、本部でよく

協議してそれを個々の会員企業が努力目標としてやっていく時代になるだろうと思う。いずれ

にしても業界が、会員が一致団結して協会という場において解決を目指していく、業界のため

に我々のこの協会が役に立っていくという時代を迎えていきたい。そのためにも支部活動に今

後とも益々のご支援を願う。」 

合 同 研 修 会 場 

 

研修会の第 1 部は奥山専務理事による「本部事業活動報告」、第 2 部は㈱ファイネット取締

役 小松 進氏から「㈱ファイネットの現況 酒類・食品業界における企業間データ交換の現状

と課題」と題する講演を頂いた。17 時 30 分に研修会は終了し、続いて懇親会を行い開宴挨拶

を大岡泫太朗氏（藤徳物産㈱）が行い、乾杯を豊田直之氏（㈱桑宗）、中締めを森 泰憲氏（国

分㈱中国支社）が行って 19 時に閉会となった。 

 

 

時代に合せた日食協活動のあり方 

－東北支部－  

6 月 28 日（火）11 時 30 分より、ホテル仙台プラザに

おいて東北支部の総会が開催された。 

事務局担当で副支部長である北見 賢氏（東北国分㈱）

の司会進行で開会し、最初に支部長の堀内琢夫氏（丸大

堀内㈱）が次のように挨拶した。本日の参集に御礼を述

べ、副支部長が北見氏に変わった事を報告し、「相変わ

らず我々の取り巻く環境は厳しく難問題が山積してい

る。今年も本部でいろいろ活発に議論しているが、私も

その中に参加してできる限り情報として会員の皆さんに

お伝えしたい。日食協活動も 20 年以上が経過し今後ど

うあるべきか、どういう組織にするか地方の編成も含め

て、時代に合せた、業界に合せた方向にしていこうと、

現在懸命に議論しているところで日食協として極めて重
開会挨拶する堀内支部長 
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要な時期を迎えている。」と挨拶された。 

次いで、事務局から本日の定足数について報告があり、堀内支部長が議長となって議案審議

を行い①第 1 号議案 平成 16 年度事業報告を北見副支部長が報告のあと会計監事の阿部吉伸

氏（明治屋商事㈱）が決算監査報告を行った。議長が承認を求め、拍手で可決された。 

②平成 17 年度事業活動計画及び予算の説明を事務局に求め、北見副支部長が報告し、議長

は活動費繰越金の有効活用を問題提起したが、具体的議論までは至らず今後の課題とした。議

長は拍手で承認を求め可決された。 

第 3 号議案 その他 については、今後の日食協の活動のあり方、変化の方向性について質

問があり、奥山専務理事、堀内支部長から報告説明を行ったが、特に、支部の実情に合せた活

動、現場密着の議論、実態にあった活動内容、現実の問題を議論する活動等が強く求められて

いる事を認識する問題提起であった。 

総会は以上で終了し、続いて 13 時より賛助会員 55 名の参加を頂いて賛助会員連絡会を開催

した。司会は引き続き北見副支部長が担当した。最初に、堀内支部長が開会の挨拶を次のよう

に行った。「ご多用の中ご参集いただき、また日頃は日食協活動に深いご理解とご協力をいた

だいております事に感謝申し上げます。先ほど当ホテルにて支部総会が滞りなく終了した事を

報告します。 

今年も東北支部は皆さんのご協力をいただいてしっかりした活動を行っていきますが、合せ

て支部の声が本部に届くように役員会等で申し上げていきますので、ご意見、ご希望がござい

ましたら、どうぞ遠慮なく東北支部に申し出てください。」 

続いて賛助会員を代表して久住喜代晴氏（ハウス食品㈱）より次のようなご挨拶を頂いた。

「我が国の経済は、全体的には回復の基調ありといわれておりますが、私共加工食品業界は未

だ回復の兆候を見せないばかりか、景気の低迷は価格をますます押し下げ、生き残りをかけた

激しい競争を繰り返しております。一部ではありますが優越的立場を利用して大変厳しい要求

をされるという話も聞いております。今後も減損会計の強制適用でありますとか、消費税のア

ップとか 1 つの企業の努力ではどうしようも無い、非常に困難な問題が山積みであります。大

変危惧されております。今こそ日食協を中心として、あるべき公正な競争、本来の果たすべき

機能を強化する事によって食品業界発展に努力するときではないかと考えます。特に東北 6 県

においては地域に密着した卸店の機能が無ければ商品を消費者に届ける事はできません。付加

価値を高める提案営業を推進し、前向きな取り組みを強化する事で皆様の発展のお役に立ちた

い。」 

このあと奥山専務理事より、約 1 時間にわたり事業活動報告があり、賛助会員連絡会を閉会

した。 
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流通の各段階の関係が変化していく 

－北陸支部－  

7 月 6 日（水）11 時 30 分よりホテル日航金沢において、北陸支部役員会が開催された。最

初に桑島支部長（カナカン㈱）より日食協新旧専務理事の紹介があった後、会員動向を報告し、

本日行われる総会の内容についての確認をし、また、今秋に予定している経営実務者研修会に

ついても意見交換を行った。 

開会挨拶する桑島支部長 

 

続いて 12 時 30 分より会員 15 名の出席により総会を開催した。 

開会にあたり桑島支部長は次のように挨拶を述べた。「お忙しいなかご参集いただき有難う

ございます。日頃は会の運営にご協力いただき本当に有難うございます。ここのところ北陸の

流通業界が揺れており、新聞紙上でもにぎわせております。早く落ち着いた形でやらないと県

外というか全国資本の草刈場になってしまう。最近、卸は小売間の競争に捲き込まれしまう傾

向にあり、その傾向がどんどん強まっている。商社による小売の縦系列支配がいろんな方に広

まっています。一昔前であれば小売の流通の競争に卸が捲き込まれる事はあまりなかったよう

に思うが、それが広まっています。小売業界が変わって、直取引等いろんな形が出てくるとメ

ーカーとの特約関係も少しづつ変化して、流通の各段階の関係も変わってくるものと思われる。

我々としては情報交換しながらどんな形で世の中が進んでいくのか見通しながら業界として生

き伸びていかねばならない。」 

この後、井岸専務が退任の挨拶をし、議案審議に入った。 

桑島支部長自ら①平成 16 年度事業報告を行い、収支報告を会計幹事の丸岡信一氏（㈱マル

シン）が行った後、監査報告として中塚賢一氏（明治屋商事㈱）が適正な処理であることを述

べた。これについて質疑を求めたが、異議なく拍手で承認された。 

②平成 17 年度事業計画、役員会で検討した経営実務者研修会の企画案と収支予算案につい

て桑島支部長が説明し、事務費と総会費の区別について質問があったが原案通り、これも拍手

で承認された。 

この後、出席者全員が自己紹介を行ったが、その中で日食協設立の経緯についての貴重なお

話も頂くなど和気会いあいの雰囲気で進行した。最後に新旧専務理事両名から本部事業活動報

告を行って総会は閉会した。                          以 上 
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業界全体の存在価値が高まる活動 

－北海道支部－ 

7 月 12 日（火）札幌京王プラザホテルにおいて、15 時より北海道支部の定時総会が開催さ

れた。 

司会は事務局の斉藤 諭氏（㈱スハラ食品）が担当し、定足数の確認をした後、支部長 村山

圭一氏（㈱スハラ食品）が議長席につき、早速

議案審議に入った。 

①第 1 号議案 平成 16 年度支部事業報告と

②第 2 号議案 支部決算報告及び監査報告（会

計監事 小山内 薫氏（明治屋商事㈱）を関連

議案として一括して事務局から報告し、監査報

告の後、議長が拍手で承認を求め可決された。 

続いて③第 3 号議案 平成 17 年度支部事業

計画案と④第 4 号議案平成 17 年度支部事業予

算案を関連議案として同様に一括して事務局よ

り説明し承認された。 

⑤第 5 号議案 支部役員の異動と支部ブロックの変更について事務局より変更部分のみ説明

し拍手で承認された。 

⑥第 6 号議案 その他については特になく総会は終了した。16 時からは同会場で賛助会員

95 名が参加して、日食協懇談会が開催された。 

冒頭村山支部長から概要、次のような挨拶があった。「先程日食協の総会も無事終了いたし

ました。本年度も昨年同様の役員で運営させていただきますのでよろしくご支援お願い申し上

げます。さて、日本の経済環境は、一部産業におきましては明るい兆しもありましたが、全体

的に見ればいまだ完全な回復基調にあるとは言えないのではないかと思っております。特に食

品流通業界におきましては、メーカーサイドでは原材料のアップがあり、末端の小売業ではデ

フレ基調が相変わらず変わらない状況となっております。このような中、中間に位置する卸売

業は益々厳しい状況になっているのではないかと感じております。また、従来からの問題点と

して、小売業さんとの間ではセンターフイ・労務提供・返品・協賛金問題があり、メーカーさ

議事進行する村山支部長 

日食協懇談会 会 場 
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んとの間ではオープン価格・条件立替・返品･連休時の配送問題があり、そして業界全体として

は環境・消費税総額表示問題・優越的地位の濫用が解決されずに残っております。先日、本州

の卸四団体でも商取引の問題を集約し業界紙に発表されておりましたが、日食協におきまして

も東京の大手卸中心に今後もこれらの問題点について検討していくのではないかと思います。

現在日食協は昭和 55 年と比べ会員数が半減となっておりますが、益々複雑化する流通業の中

で卸の役割は重要なものになっていくと考えられます。その機能を認めてもらうためにも加工

食品の全国唯一の団体としての日食協はますます重要になってくるものと思っております。但

し、自分達だけがよくなる為に活動するのではなく、業界全体の存在価値が高まるよう活動し

ていかねばならないと思っております。道内は業界の間では良くも悪くも食品流通業界の未来

の縮図のようだという声が聞かれますので、本州の食品流通業界の手本となれるよう、努力し

てまいりたいと思いますので、今後ともより一層のご鞭撻の程よろしくお願いします。」 

続いて新しく賛助会員世話人代表になられた今井良輔氏（北海道味の素㈱）から、ユーモア

溢れる挨拶を頂いた。 

この後事務局から報告と連絡事項を述べた後、支部活動状況報告を W・G メンバーを代表し

て飛谷和行氏（㈱菱食）が次の如く報告した。 

 

平成 16 年度日食協北海道支部ワーキンググループ活動報告 

ワーキンググループ8社によって司会を当番制

で持ちまわる形式をとって毎月1回打ち合わせを

実施しました。 

平成16年度のワーキンググループの取組課題は 

①長期休暇時のメーカー配送について 

②賛助会員世話人会との情報交換 

③日食協北海道支部 各ブロックとの情報交換 

の3点とし、活動してまいりました。 

①については9月に賛助会員世話人会のメーカ

ー様に『年末年始の物流体制』についてアンケー

トを送付させて頂き、メーカー様の年末年始物流

対応を確認させて頂きました。 

今回は元旦が土曜日であったため、曜日廻りからすると長期休みの問題が最も生じない

年でありました。アンケート集計の結果は、メーカー様の正月休みは12月30日から1月３

日迄が最も多く、休み前日12月29日発注分の納品が1月4日となるパターンが標準でした。 

しかしながら、12月29日発注分を12月30日に届けて戴けるメーカー様が回答中30%を占

めるまでになっておりますので、本年末においても年末最終納品を12月30日でご検討戴き

たくこの場をお借りしてメーカーの皆様にお願い申しあげます。 

ちなみに本年12月30日は金曜日となっており、十分対応可能と思われますので社内にお

いて早めにご調整に取り組んで戴きたく重ねてお願い申しあげます。 

又、年始についても1月4日迄休みとしているメーカー様が同様にまだ30%ございます。 

この点につきましても来年度は1月4日から注文を受けて戴けるよう特段のご配慮をお

支部活動状況を報告する 

W・Gメンバー代表 飛谷和行氏 
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願い申しあけます。 

尚、この長期休暇問題に関しましては日食協本部物流委員会において検討を重ねており

ます。その基本骨子は卸売業の物流センターの中で365日対応のセンターを『特定拠点セ

ンター』と名づけ、そのセンターに限り、賛同を得られたメーカー様とは元旦及び日曜日

以外は平常営業日として対応して戴くという内容です。 

この案はまだ結論に至っておりませんがその間にあっては各支部単位でメーカーの皆様

に長期休暇の都度ご協力を仰ぐしか方法がありません。 

小売業に長期休暇はありません。消費者起点の観点からもメーカー様各位におかれまし

てはこの問題を真摯に捉え、前向きに検討して戴きますようこ期待申しあげます。 

続きまして②、③につきましては10月22日に支部懇談会を札幌ロイヤルホテルにて開催

致しました。 

賛助会世話人会様から18名のご出席を戴き、本部から井岸専務理事を招き、支部各地区

ブロック幹事3名、ワーキンググループ8名に事務局を加え、総勢31名での開催となりまし

た。内容は各地区ブロックの活動状況報告と情報交換、賛助会世話人会様との年末年始物

流体制に対する意見交換、そして井岸専務理事から日食協が抱える問題と今後の展望につ

いて講演をいただきました。 

又、流通拠点の変化に伴い地区ブロックの統合再編に着手し、新年度から4ブロックで

活動を推進する体制としました。その4ブロックは札幌・室蘭･苫小牧を統合し道央ブロッ

ク、函館を道南ブロック、旭川を道北ブロック、そして帯広・北見・釧路を統合して道東

ブロックとしました。 

この新しい体制の基、平成17年度のワーキンククループ活動方針は、①優越的地位の濫

用を重点課題として取り上げ不当な返品、不当な値引き、押し付け販売、従業員の不当使

用等の問題に取り組んで参ります。 

更に②賛助会員世話人会との情報交換、③日食協北海道支部 各ブロックとの情報交換

を継続方針とし活動してまいりますので賛助会員皆様のご支援ご協力をお願い致します。 

 

続いて、本部事業活動報告を奥山専務理事が行い、この懇談会の閉会挨拶を副支部長の山本

佳宏氏（日本アクセス北海道㈱）が行って閉会した。この後会場を移して支部、賛助会共催の

懇親会が開催され、開会挨拶を高橋 稔氏（サントリフーズ㈱）が行い開宴し、中締めを副支

部長の宗像 修氏（国分㈱）が行って 19 時に閉会した。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

閉会挨拶する山本副支部長 
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政 策 委 員 会 

－６月３日－ 

議 題 

1．今後の政策委員会のあり方について 

井岸前専務理事より今回の組織改正に至るまでの経過と政策委員会の組織機能について説

明いただき各委員が認識を共有化する。 

各企業からの登録政策委員、及び執行運営委員を確認する。 

2．運営組織とその内容確認 

想定される組織案を事務局から説明。労務提供問題対応 W･G は公正取引委員会からの新告

示もあり、幅広く公正取引問題を検討するためにも名称を公正取引問題 W･G と変更、その他

の常設W･Gは消費税の事業所間取引の外税化と端数処理の四捨五入の法制化を要望している

消費税 W･G、食品リサイクル法や京都議定書に関する省エネ問題を検討する環境問題対応

W･G、更には卸、メーカー間の EDI を検討し日食協標準フォーマットを維持管理する EDI W･

G の 4 つを今後常設の W･G とする。 

その他ボランティア的自主運営で連絡や情報交換が主体の研究会組織である、情報システム

研究会、物流問題研究会、商品開発研究会、法務研究会、労務管理研究会、ネットワーク検討

会について説明。 

今後政策委員会の委員の方に参画いただく賛助会員世話人会は賛助会員幹事店会と名称変

更する。各支部組織は現状のまま継続する。 

W・G と研究会の違いは組織ミッションをもって成果物を具体的に求められるのが W･G で

ボランティア的自主運営で、連絡や情報交換主体で研究するのが研究会という考え。執行運営

委員会は政策委員会の決定事項の意を汲んで W･G と研究会の活動の助成・調整を行い、また

事務局アシスタントとしてサポートする役割。 

3．委員長選出 

互選により政策委員長 中島 保（菱食）、副委員長 大野志郎（伊藤忠食品）、副委員長 成

田 健（国分）を選出する。 

 

 

執行運営委員会 

－６月９日－ 

議題 

1．本部組織改正と執行運営委員会の役割について 

奥山専務理事より今回の組織改正内容と執行運営委員会の役割について、政策委員会の議事

業務日誌より 
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内容、理事会における各支部から要請事項も含めて説明する。 

特に政策委員会で確認された W・G の内容について状況認識を共有化して各委員企業に

W・G のメンバー登録の要請を行う。今回は公正取引問題対応 W・G と環境問題対応 W・G

の 2 つの登録要請を行うが、他の W・G と研究会登録メンバーのリストを各委員に送付する

事とする。 

2．委員長選出 

委員の互選により奥山専務理事を執行運営委員長に選出。 

3．その他 

 ① 会費制度の改正を検討。 

  ・会員減少と団体会員からの固定収入減に対応するため。 

  ・政策委員会に改正案を答申（10 月 14 日開催）する予定。 

  ・改正の方向性としてはランクの上限再検討と、カテゴリーの排除等。 

 ② 賛助会員の加入促進について 

 ③ 農林水産省食品循環資源の再生利用等の実態調査について 

  ・調査対象事業所（食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業） 

    無作為抽出の 2,517 事業所 

    ・食品廃棄物の発生状況 

    ・発生の抑制、減量及び再生利用の取り組み状況 

    ・再生利用に要する経費の状況及び再生利用に取り組むに当たっての課題 

 ④ 公正取引委員会からの新告示についての概略説明   

 

 

今後の運営方法について 

－情報システム委員会－ 

5 月 10 日（火）情報システム委員会が開催された。最初に加藤和弥委員長（加藤産業㈱）か

ら「最近起こった事で最も驚いた事は、メデｲセオ HD とパルタックの経営統合である。2 兆円

企業を目指す異業種の組み合わせであり、高いレベルを目指しての経営統合であり、敬意を表

す。何が起きるかわからない時代とはいえ、卸売業に求められているものを 1 つ 1 つ着実に作

り上げていく事が大事である。パルタックの持つシステム、物流力を最大評価し、最大限機能

できると判断した結果ではないかと判断される。」と挨拶された。 

当日の議事内容としては、新組織体制化では当委員会は情報システム研究会として活動して

いく事から、今後どのような研究テーマが考えられるか意見交換を行った。 

具体的には、①最近小売業から WEB－EDI の発注が多くなってきており問題が発生してき

ている事 ②GTIN、GLN に関して ③個人情報保護法に関する事 ④トレーサビリテイに関

して等が検討された。 

以 上 
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第50回 賛助会員世話人会 

－５月 11 日－ 

5 月 11 日（水）日本橋精養軒で第 50 回賛助会員世話人会が開催された。 

冒頭、副会長 磯野計一氏（㈱明治屋）がご挨拶された。 

 

磯野副会長は、4 月 20 日に開催された理事会において承認された、今後の日食協活動の方向

付け、新しい方針について説明し、賛助会員世話人会の名称も次回から賛助会員幹事店会とし

て新たにスタートする事、また今回から政策委員会のメンバーが、賛助会員幹事店会に出席し

て内容の充実を図る考えである事を報告した。最後に総会にて議案となる一部役員の改選につ

いて報告し、賛助会員メーカー企業各位の今後のご指導ご協力をお願いした。 

これを受けて、進藤大二氏（味の素㈱）に変わって新しく賛助会世話人代表になられた横山

敬一氏（味の素㈱）は、日頃の卸売業の協力に対する謝辞を述べられた後で、「今朝、クアラ

ランプールの出張から帰国したが、久しぶりの訪問で感じた事として、マレーシアは GNP が

一人当たり 4,000 ドルを超え車も建物も新しくなって大変な発展ぶりで驚いた。中国は反日デ

モがあったりしたが、東アジア、東南アジアは近い国であるし、成長、発展が著しいものがあ

るので大きなビジネスチャンスがあることを感じてきた。国内的には懸案事項であったカルフ

ール、あるいはダイエーの問題が一つの方向性が見えてきた。また、ライブドアとフジテレビ

開会挨拶する磯野副会長 

世話人代表挨拶される横山敬一氏 
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の問題は企業防衛の問題として本格的に検討される契機となった。基本はいかに企業価値を上

げていくかにあるが、小売業の決算を見ると、特に、GMS 業態中心に厳しいものがある。そ

の中でスーパーマーケットの業態で拡大展開していこうとする動きがある。全国各地の有力小

売業の経営者は大変危機意識をもっており、この打開策を大きな新店計画に求めている。この

計画数値を全部立ち上げれば、大変な数値となり市場との格差は驚くものになる。このまま実

施されれば今まで以上に過当競争になり、メーカー、卸の経営に悪い影響が出てくる恐れがあ

ると懸念している。また、先日ウォルマートの CEO が来社され懇談したが、私どもから日本

の卸売業の素晴らしい機能をきちんと認識し活用すべきであると述べた。現状まだまだ課題の

多い業界であるので、今後ともこの会を活用して解決し業界発展を図りたい。」と結ばれた。 

 

会はこの後、井岸専務より、4 月 20 日（水）に開催された理事会の中から概略報告がなされ

た後、テーマにそって意見交換を行った。最初のテーマは、(1)価格制度の現状認識と改善方向

についてであった。 

・建値制度でリベートをなくしていきたいが、競合が激しく一社だけではどうする事もできな

い現状である。ケース単価が低いため定率マージン確保を主体に考えている。 

・小売の力によって価格が影響されているが、率を主体にマージンを確保していただいている。

物流の方から定額という考えもあるが、なかなか難しい現状である。 

・売上高の 1/3 が流通コストで、そのうち 70%が販促金が占めている。建値と実勢価格をいか

に近づけていくかが当面注力すべき課題。 

・原材料の高騰というピンチをチャンスに変えるべく適正利益が取れるよう、商品リニューア

ルしながら価格制度を変えていきたい。 

・オールの収益が上がる事が前提であり、店頭に商品が並ぶまでに必要なコストがかかるが、

その基準がないと困るので価格制度の基準としてまとめたものとして評価されたい。 

テーマの 2 は「返品問題」であったが時間の関係上事務局からの報告のみとなった。 

・冊子「返品問題の解決に向かって」をまとめる上で、33 のメーカー企業にアンケートの協力

をいただき、第 3 章の加工食品メーカーにおける返品実態 アンケート調査結果報告書とし

てまとめた。その中に返品における発生要因や必要な対策が指摘されている。 

・今回卸は地域別にアンケートを実施したのが特徴で、各支部活動で返品撲滅を行う指針とす

る。 

 

テーマの 3 は「中間流通に於ける業務の標準化による合理化について」 

 （特定拠点対応による商慣行ルールの確認） 

・現状近い形で対応しているが、特定拠点の設定が拡大し全ての拠点が対象となる事も危惧さ

れるので、特定拠点の定義付けを明確にして欲しい。 

・現状個別対応としているが、特定拠点は全国でどの程度の数になるのか、コストもかかる事

なので、相談した上で考えたい。 

・特定拠点が増えるとコストも増えるのでトータルコストとしてどうしたらベストなのか研究

すべき、一社だけの対応問題ではなくメーカー間、卸間で研究すべきテーマ。 

・サービスレベルとコストという矛盾を解決したところが生き残れる。時代の不整合は生販三

層で解決しなくてはならない。 
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最後に、今後の賛助会員幹事店会の会議体を効率的に課題処理できる運営にすべく意見交

換を行った。 

・問題解決をスピーデイにやっていこうとする事は大変評価できる。 

・卸店との営業改革ができていない。何故か、全部コストの問題で、製配販いずれにとっても

メリットのあるやり方が中身として見出せていない。分配をどうするか、何とか克服してい

きたい。 

・販促金の支払いが問題になっている。同じ土俵に登れるようにまず EOS 化をすすめていき

たい。 

 

 

ＳＫＤＢＣ運営委員会 

－６月２日－ 

鎌田委員長挨拶 

 SKDBC のミッション、すなわち各種標準化検討や業界のスキームに入っていない中小の声

無き声の掘り起こしを念頭に議論を深めたい。 

 

議事内容 

1．GTIN 導入の期限確定に関する影響度について 

前回の運営委員会で、GTIN 導入の期限が確定された影響度について、各団体に調査依頼が

あり、この件についてそれぞれが意見を述べた。 

・松岡委員より、全国卸売酒販組合中央会で、会員向けに ITF－16、JAN、取引先コードの利

用実態アンケートを実施した結果を報告。 

・NRI としては中小企業に関する影響度は測りかねている。GTIN が階層構造になり、処理が

複雑になる可能性を感じていると報告。 

・ファイネットとしては GTIN を EDI で使用する商品コードとするよう推進していく事にな

っていると報告。 

・卸としては桁数はあまり問題にならない。内包、非内包コードが問題となると報告。 

・SKDBC としては、その設立趣旨を鑑み、容認・協力するスタンスを共有する。しかし 2010

年までに対応すればよいという誤解を払拭したり、アロケーションルールなどを 3 層への更

なる理解促進はこれからのテーマである。他の標準化スキームとの作業重複を避けるため、

タイミングを見て導入の意義目的や課題の啓蒙を行う。 

・日食協としては、7 月の会報で GTIN に関する情報を掲載する予定。 

2．㈱野村総合研究所から SSZCC（酒類食品全国コードセンター）の現状報告 

・GLN の現状と課題、並びに SSZCC 総会における討議内容について報告。 

・ GLN に関しては、本夏に予定されている流通システム開発センターの発表を踏まえて、GTIN

と同様の対応とする。 

3．日食協標準システムに関する(株)ファイネットの調査内容について 

・宗弘委員より報告 
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 設定議案の日食協標準システムに限定したユーザーアンケートではない事を断って上で

EDI 並びに共通コード利用状況に関するファイネットユーザーアンケートの抜粋を報告。 

4．SRC 松岡委員からの提言内容を再提起 

 （SKDBC、中小企業での利用促進について） 

・特に SRC の提供する酒販店向けの POS システム運用の利便性向上に向けて SKDBC からの

DB 提供について提起いただくが、SKDBC の活動実態からして既に役割分担が異なる事か

ら、JICFS に対する働きがけが限界と認識した。 

5．日食協フォーマットの今後について 

・ 情報システム委員会の討議がなされなかったため、テーマの確認に留めた。 

6．その他 

・5 月 27 日に日食協総会が開催され、執行体制変更を奥山委員より説明があった。 

 

次回開催はテーマ発生の状況によって開催を決定する事とする。 

 

以 上 

 

 

ネットワーク検討会の今後の運営について 

－６月９日－ 

当日の議事内容は奥山専務理事より、日食協の体制及び組織変更について説明した後、ネッ

トワーク検討会の運営方法について意見交換を行い以下の如く決定した。 

・開催は不定期とし、参加企業は、卸は情報システム研究会参加企業、メーカーはＦ研幹事企

業とする。 

・運営組織は卸、メーカー双方で運営窓口企業を選出し（それぞれ正・副）役割としてメンバ

ーからの開催依頼受託、開催の必要性の検討、開催日調整等を行う。座長は卸側が担当する。 

・定例会は年 1 回として、次期窓口企業の選出と名簿の確認、情報交換を行う。 

・運営窓口企業については卸側は持ち回り、メーカー側はＦ研正・副代表幹事が務める。 

・次回定例会  2006 年 6 月 8 日（毎年 6 月第 2 木曜日） 

この後、個人情報の取り扱いについて各企業の実情について情報交換を行い閉会した。 

以 上 

 

 

会計年度を変更 

－静岡食品卸同業会－ 

6 月 3 日（金）15 時 40 分より静岡グランドホテル中島屋に於いて宮野哲男氏（菱食㈱ 静岡

支店）の司会進行で、会員 14 社、賛助会員 42 社の出席のもと平成 17 年度の静岡食品卸同業
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会の総会が開催された。 

会長 山口 茂氏（ヤマキ㈱）の挨拶に続いて、事業報告、会計報告、監査報告がなされ、そ

の中で本部との事業整合性もあり会計年度を 12 月末から 3 月末に変更する案が出され承認さ

れた。 

また、平成 17 年度の事業方針案として恒例の事業になっている「新製品合同説明会」等の

事業計画案を採択した。 

その後新会員の紹介があり、それぞれが元気よく新任地での抱負を語った。 

会は続いて井岸前専務理事と奥山新専務理事から今後の日食協活動のあり方及び事業活動の

成果についての基調報告を行なわれた。 

懇親会は河千田幸彦氏（㈱静岡メイカン）の司会で終始和やかに進められ中締めを安藤健蔵

氏（カゴメ㈱）が行い閉会した。 

以 上 

 

 

 

 

ＧＴＩＮについて 
 

国際化により、流通サプライチェーンを取巻く商環境も変化し続けています｡海外から多くの

商品が輸入され家庭の食卓に上る様になったのと同様に、多くの日本の商品が海外へ輸出され

ています。しかしその一方で､商品が国際化したのと相反して､商品に印字されているバーコー

ドはこれまで国際化(国際標準化)が余り進んでいませんでした｡つまり、グローバルな共通のル

ールがないため日本で流通されているそのままのバーコードでは海外に出荷した際､読取り認

識ができない状況にあったのです。この状況を改善する目的から、国際流通標準化機関である

*GSI が世界規模でコードの標準化を促進しています｡これを受けて､2005 年 4 月 GSI の日本代

表機関である*流通システム開発センターが、｢GTIN｣の導入方針を発表しました｡今回はこの

｢GTIN｣を取上げていきます。 

* ＧＳＩ（旧国際 EAN 協会）とは  

1977 年に欧州 12 ケ国で発足した共通商品コードの標準化及び管理機関｡本部はブリュッセル(ベルギー)。日本

は 1978 年に 13 番目の国として加盟｡2002 年３月現在､98 の国と地域が加盟｡最近の活動は､バーコード関係の

標準化のほか､EANCOM（流通業用国際標準 EDI）の開発や､生鮮食品のトレーサビリティシステムの研究など幅

広く行っている。 

* 流通システム開発センターとは  

流通のシステム化を推進する専門機関として官民の協力を得て 1972 年に設立｡以来､我が国流通の効率化を推

進するため､JAN コード､共通取引先コードなどの流通関係コードの登録管理及び導入促進､統一伝票､POS シス

テム､総合 POS カードシステムなどの開発普及及び流通に係る各種調査研究を行ってきた｡国際的に流通標準

化を推進している GSI の日本における代表機関としてグローバルな視点から日本の流通のシステム化を推進。 

 

1．商品コード 

｢GTIN｣の前提として現在世界で使用されている商品コードの現状を整理。 

小売されている商品に印字されているバーコードは世界で統一化･標準化を目指して動いて

情報システム関連情報 
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いるが､現在のところ、欧州系の｢EAN（Europian Artlcle Number）コード｣と米国系の｢UPC

（Universal Producet Code）コード｣に分類される。｢EAN コード｣はこれまでベルギーに本

部を置く旧国際 EAN 協会に加盟する国で使用されており、｢UPC コード｣は、米国･オハイオ

州に本部を置く UCC（Uniform Code Council，lnc）が発行し使用されているもの。 

日本は旧国際EAN協会に加盟しており、｢EANコード」体系を使用し､それを日本では｢JAN

（Japanese Article Number)」と称している。(EAN コードと JAN コードは同じ)。また商品

コードとは類を画するが、日本では物流の仕組み上｢ITF コード｣も併用しており、14 桁と 16

桁のものが存在している。 

① EAN コード(JAN コード）のコード体系（13 桁、8 桁) 

 ◆EAN－13 

・｢国コード(2 桁 or3 桁)」+｢メーカーコード。｢アイテムコード(10 桁 or9 桁)｣+｢*チェックデジット(１桁)｣ 

 ◆JAN 

  13 桁 

・｢国コード(2 桁)｣十｢メーカーコード(5 桁)｣＋｢アイテムコード(5 析)｣十｢チェックデジット(1 桁)｣ 

・｢国コード(2 桁)｣+｢メーカーコード(7 析)｣+｢アイテムコード(3 桁)｣十｢チェックデジット(１桁)｣ 

  8 桁 

･｢国コード(2 桁)｣+｢メーカーコード(4 桁)｣+｢アイテムコード(1 桁)｣+｢チェックデジット(１析)｣ 

 ◆ITF コード 

  14 桁 or16 桁 

 ITF コードは物流システムに読取らせるための外箱用包装用商品コード｡現在日本では JAN コード

が内含された 14or16 桁のコードが使われている。 

 物流効率化の仕組み上では、集合包装用商品コードが必要になってくるが､現在その表示方法のシン

ボルとしてこの ITF が導入されているもの。 

② UPC コードのコード体系(12 桁） 

 ◆UPC 

・｢*ナンバーシステムキャラクター(1 桁)｣＋｢メーカーコード(5 桁)｣＋｢アイテムコード(5 桁)｣＋｢チェ

ックデジット(１桁)」 

・｢ナンバーシステムキャラクター(１桁)｣+｢メーカーコード(6 桁)｣+｢アイテムコード(4 桁)｣+｢チェック

デジット(１桁)｣ 

・｢ナンバーシステムキャラクター(１析)｣+｢メーカーコード(7 析)｣＋｢アイテムコード(3 桁)｣+｢チェッ

クデジット(１桁)｣ 

・｢ナンバーシステムキャラクター(1 桁)｣+｢メーカーコード(8 析)｣+｢アイテムコード(2 桁)｣+「チェッ

クデジット(１桁)｣ 

* チェックデジットとは  

EANコードの最後の 1桁で偽造防止や誤読防止のためのガードの役割を担う。バーコードの場合、印刷過程での

ミス（太りや欠けなど)による誤読を防止するためのもの｡チェックデジットの前桁とチェックデジットがマッチしない

場合には、コンピューターからはじかれることになり、偽造や誤読を拒否する仕組み。 

* ナンバーシステムキャラクターとは  

UPC コード最初の 1 桁で業界別、用途別に管理するもの。具体的には商品メーカーコードのほか､計量商品（肉、

魚､生鮮食品など）用やクーポン用などの読み込みを指示する。 

2．GTIN とは  
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① GTIN の定義 

｢GTIN とは｣、Global Trade ltem Number の略で､数字 14 桁で構成する商品識別コードの

こと。 

商品識別コードは､企業間の受発注､販売､仕入などの取引活動に利用される。 

◆世界標準の情報インフラ基盤 

 1999 年に当時の国際 EAN 協会（現 GSI）が｢GTIN｣一本化を決定以来､グローバル規模にお

ける流通の効率化のための情報インフラ基盤として期待されている。 

◆物理的構造 

 ｢GTIN｣は国際標準の商品コード｡現行｢JAN コード｣は 8 桁および 13 桁､｢UPC コード｣は 12

桁、｢ITF コード｣は 14 桁および 16 桁など､桁数が混在している現状から、｢GTIN｣の 14 桁

に標準化するもの。 

 以下は｢GTIN｣14 桁フオーマットにその他の現行コードがどの様に既 ｶのコードを合わせ

ていくか図表化したもの。 

 それぞれ 14 桁以下のコードの場合は頭にゼロ(○)を挿入することで 14 桁にする。 

データ構造 GTIN フォーマット 

 
TI 

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 

JAN コード 

（EAN コード） 

0 

（ゼロ） 
NI N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 

UPC コード 
0 

（ゼロ） 

0 

（ゼロ） 
NI N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 

JAN コード 

（8 桁） 

0 

（ゼロ） 

0 

（ゼロ） 

0 

（ゼロ） 

0 

（ゼロ） 

0 

（ゼロ） 

0 

（ゼロ） 
NI N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

ITF コード 
（集合包装用
商品コード） 

NI N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 

② 経緯 

◆誕生までの経緯 

 ｢GTIN｣の導入が求められている最大の理由は、流通のグローバル化が挙げられる。これま

でグローバル規模で商品の提供を行っているメーカーは、出荷先により EAN 体系のバーコ

ードと、UPC 体系のバーコード双方に対応が必要だった｡大手メーカーになると、2 つの体

系のバーコードを登録するためのコストが 1 アイテム IOO 万円前後にもなり､コスト的に大

きな負担となるほか、2 つの団体にコードを登録するという手間がかかっていた｡そのため､

世界中どこの国でも 1 つのコードで商品を流通することができる､世界標準のコード体系の

導入が求められた。 

 ｢GTIN｣誕生の経緯としては､商品および集合包装に印字されるコードとして､世界には 8桁、

12 桁、13 桁、14 桁、16 桁が混在していたが、日本の酒類･食品業界が主に ITF コードとし

て使用している内の 16 桁コードは 1990 年代中盤には既に国際的に認められなくなり、1999

年に当時の国際 EAN 協会（現 GSI）が､コード混在の非合理性･非効率性を解決することを

目的に「GTIN」への一本化を決定した。2005 年 1 月には UPC 配下にある米国とカナダが

「GTIN｣への移行のワンステップとして、12 桁の｢UPC コード｣だけでなく、13 桁の｢EAN

コード（JAN コード)｣を読取ることを企業に義務付けている。 

◆今後の展開 

 ｢GTIN｣が世界標準となると､現在テクノロジーとして注目されている IC の｢RFID｣や、
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｢*RSS（Reduced Space Symbology)｣に記載される商品識別として利用されることになり、

｢RFID｣｢RSS｣のグローバル規模での促進を迅速化させることになるもの。つまり、｢RFID｣

や｢RSS｣はコードの容であり、中身であるコード自体が世界で統一化された｢GTIN｣の体系

がないと､世界各国で認識することができないことになる。 

* RSS（Reduced Space Symbology）とは  

直訳すれば省スペースシンボルの意｡1996年に UCCと国際 EAN協会が開発した省スペース型の一元コードのこ

と。 

消費財商品の小物商品には一般的な JAN（EAN）コードを表示する面積がない場合やバーコードを貼付できない

場合がある。例えばこれまで自動認識ができなかったバラ売り果実､小さな文具や化粧品、貴金属などにも RSS

をつければ自動認識が可能となる。 

RSS では GTIN を表示。 

3．GTIN の導入  

① 導入の予定 

2005 年 4 月 12 日に財団法人流通システム開発センターは､以下の声明を発表。 

財団法人流通システム開発センターは､加盟している国際流通標準化機関である GSI が国

際標準の商品識別コードとして定めた GTIN をわが国における標準的な商品識別コードとし

て普及するため､流通関連業界等に対し本格的な普及活動を推進する。 

この声明を受け、14 桁に納まる｢JAN コード｣と併せ、懸案の 16 桁｢ITF コード｣について

は以下のスケジュールでの推進が予定されている。 

◆2007 年 3 月より 

 ｢商品アイテムコード不一致型（JAN を ITF に内包しない)」を使用。ITF にある 16 桁のコ

ードを 14 桁へと構造変更を行う。これにより、14 桁で多くの荷姿に対応していくもの。 

◆2010 年 3 月まで 

 2007 年 3 月からスタートさせた ITF の 14 桁化を完了。 

 これにより｢GTIN｣に当てはまらない商品コードは存在しないことになる。 

 ｢GTIN｣の導入は、*消費財商品（CPG＝Consumer Packaged Goods）全休が対象となって

いる。 

* 消費財商品（CPG＝Consumer Packaged Goods)とは  

消費者向けに生産される個包されている商品のこと。医薬品､化粧品､食品､雑貨など。 

② 導入への課題 

財団法人流通システム開発センターの出した｢GTIN｣推進の声明に従い、｢GTIN｣の導入を

進めるには幾つか問題点が浮かび上がっている。 

最大の課題は、2010 年 3 月までに完了するという予定になっている 16 桁の｢ITF コード｣

の対応。 

◆ITF コードの変更 

 現行各物流拠点は入庫時に「ITF コード」に内包されている「JAN コード」を読取り、発注

データと照合している。 

 2007 年 3 月より 14 桁の商品アイテムコード不一致型を使用するには､使用開始までに｢JAN

コード｣を内包しない 14 桁となった新たな｢ITF コード｣で発注データを照合できる環境の整

備が必要。 

 現在､酒類･加工食品業界では約 90％が｢JAN コード｣を内包する 16 桁の｢ITF コード｣を使用
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しており、企業規模の大小に関わらず対応が迫られることになる。 

 これまで 16 桁の「ITF コード」を使用してきた企業は 16 析に内包されている｢JAN コード｣

を読取り商品を認識していたが、｢ITF コード」を「JAN コード」を内包しない 14 桁化する

ということは、｢JAN コード｣が表記されない 14 桁の「ITF コード」から商品を特定できる

よう仕組みを作り直さなければならない｡かつハード､ソフト､現場のプロセス変更､マスター

の変更など業務周りでの対応も迫られることになるもの。 

◆製配販の足並み 

 現在酒類･加工食品業界のメーカーおよび卸 34 社による標準化推進会議（事務局･ファイネ

ット）で､商品アイテムコード不―致型導入の準備を推進中｡メーカー､卸は足並みが揃ってい

るが､サプライチェーンの中の小売業での対応は今後課題として残っている。 

 レポートにある通り課題点も残る GTIN の導入ですが､商取引のグローバル化､およびグロー

バル市場における商取引の最新テクノロジー採用に日本が遅れることなく対応していくに

は、この｢GTIN｣導入を製配販が協力して積極的に取組んでいく必要があるのではないでし

ょうか。               （国分ビジネスサポート㈱のビジネスレポートより転載） 

 

このレポートにあるように卸の課題としては 

従来のJANや標準ITFはそのまま使用可能なので大きな課題はないが、唯一問題は16桁

の拡張ITFが14桁との混在期間を経て2010年3月から認められなくなることで、更にこれ

にともなって、JAN非内包（商品アイテムコード不一致型）が発生することがある。一部

(JAN内包読み取りをしていない企業）を除く卸や小売は、物流システムやPOSシステムの

修正が発生するが、この対応を2007年3月までに完了せねばならない事である。 

 

以 上 

 

 

 

 

大規模小売業による納入業者との取引における新告示 
 

 

大規模小売業者の納入業者に対する優越的地位の濫用行為を規制するルールが約50年

ぶりに変更されます。今年5月に公正取引委員会は納入取引実態に即した新たなルールと

して「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法（以下「告

示」）を指定、本年11月1日より施行されます。そのガイドラインとなる「大規模小売業

者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の運用基準(以下「運用基

準」)が6月29日に公表されました。この内容は永年当協会が優越的地位の濫用の問題とし

て取り組んできた研究成果が大幅に採用され、ようやく結実したものと評価されます。今

後はこの内容を「公正取引問題対応WG」で具体的に検討して参りますが、全文をここに

掲載します。 

公正取引関連情報 
 


